
生活科の指導と評価の改善・充実等の在り方等について

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ５ 日
教 育 課 程 部 会
生活、総合的な学習・探究の時間
ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
資 料 １

議題
(１)

論点１：生活科における学習評価の在り方

論点２：幼児教育及び小学校中学年以降との接続と教科横断の在り方

論点３：生活科固有の課題への対応
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論点１：生活科における学習評価の在り方
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ワーキンググループにおける検討事項・論点①

（１）生活科を通じて育成する資質・能力の在り方・示し方
 「学びに向かう力・人間性等」や「見方・考え方」の新しい整
理を踏まえた目標の示し方
 中核的な概念等に基づく内容や各教科との関わりを含む一
層の構造化の在り方
 生活科の特質を踏まえた、表形式を活用した目標・内容の分
かりやすい示し方

（２）生活科の指導と評価の改善・充実の在り方
 デジタル学習基盤の活用や情報活用能力の育成強化を前
提とした、生活科における「主体的・対話的で深い学び」の一層
の充実を図るための方策
 資質・能力の育成のために効果的かつ過度な負担が生じにく
い生活科の評価の在り方

（３）誰一人取り残さず資質・能力を育成する柔軟な教育課程
の在り方

 義務教育における調整授業時数制度や、高等学校における
科目の柔軟な組み替えを可能とする仕組みを前提とした場合
に、考えられる教育課程・学習指導の工夫の在り方
 教育課程の柔軟化に伴って生じうる課題とそれを防ぐための運
用の在り方

（１）AI時代における生活科の在り方に関する検討の方向性
 生活科の本質と価値を問い直す必要性

 身体性を重視した、直接体験・多様な表現を行う機会の必
要性

１．教育課程企画特別部会の議論を踏まえた検討事項 ２．生活科に関する課題を踏まえた固有の検討事項

（例）
• 情報活用能力の抜本的向上が求められる中、生活科が
大切にしてきた「身体を通した直接体験」を中核に、その本
質と価値を改めて問い直す

（例）
• インターネットやSNSなどを通じて得られる情報が溢れて
いる中で、対象を認識し、自分との関わりをより明らかにす
ることが重要。そのために、児童が身体性を重視した直接
体験を通して対象と関わり、発達に応じて言葉や絵、動作
などの多様な表現と結び付けることによって、より体験を深
め、気付きの質を高める活動を体系的に位置付ける
※  ここでいう「身体性を重視する」とは、身体を使って直接対象に関わるとともに、

対象との相互作用を通して認識し行為することを意味する。

令 和 7 年 1 0 月 1 5 日
教 育 課 程 部 会
生 活 、 総 合 的 な 学 習 ・ 探 究 の 時 間
ワ ー キ ン グ グ ル ー プ
資 料 １ － １ （ Ｐ ． ３ ）
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生活科の評価における現状
１．生活科固有の教科特性
・ 生活科における資質・能力（知識・技能、思考力・判断

力・表現力等、学びに向かう力・人間性等）の３つの柱は、
個別・独立に育成されるのではなく、具体的な活動や体験
を通して相互に関わり合いながら一体的に立ち上がり育成さ
れる。

・ このような観点から、現行学習指導要領においては、３つの
資質・能力について、内容ごとに一体的に示されている。

２．現行の評価方法
・ 生活科の評価に当たっては、他の教科と同様に、資質・能

力の三観点それぞれについて、観点別評価を行っている。
・ また、単元の学習活動に即して小単元ごとに評価規準を作

成、評価した上で、最終的には３つの評価の観点に対して
ABCの3段階で評価を行っている。

【参考】「「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料（小学校生活編）」
（令和２年3月文部科学省 国立教育政策研究所 作成） ４

具体的論点・改善の方向性
１．基本的な考え方
• 各教科においては、３つの資質・能力を明確に分けて示すことでその確実な育成を

図ることとしており、生活科においても目標の水準では３つの資質・能力を書き分けて
いる。一方で、生活科は、幼児期からの連続性を意識し、児童一人一人の身体性に
根差した具体的な活動や体験を起点として学びを成立させることで、児童が対象や他
者と関わりながら得る気付きや実感を通して、３つの資質・能力を一体的に育成して
いく点にその特質がある。

• その特質を十分に発揮するためには、資質・能力の柱ごとに学習活動が分断される
ことは適切ではないと考えられることから、生活科における内容の示し方は、学習活動
と一体となって育成される資質・能力の姿を一文で示す形式が適切であることとされた。
（第４回ＷＧ）

• このような生活科における学習活動の特質や内容の示し方を踏まえ、学習評価にお
いても３つの資質・能力を一体的に見取っていくという整理が考えられる一方で、以下
の点を考慮しながらその在り方を整理することが必要。

 生活科は教科として位置付けられているとともに、その学びは、社会科及び理科の
土台となる性質を有しており、資質・能力の確実な育成を図りその後の教科学習に
生かしていくことが重要であること

 生活科の内容は一文で示されているものの、知識・技能、思考力・判断力・表現力
等、学びに向かう力・人間性等に関する内容がその中で明確に規定されており、それ
ぞれの視点で見ることでより分析的に適切に見取ることができること

• このようなことを踏まえ、内容においては資質・能力について一体的に示すこととしつつ、
学習評価においては、他の教科等と同様に、観点別評価を行うこととしてはどうか。そ
の際、子供一人一人の発達や学びの過程を捉え、そのよさや成長を見取ることを基本
とする幼児教育や総合的な学習の時間との接続も踏まえた視点で評価を行うことにも
留意が必要。（補足イメージ１）

※生活科において観点別評価としているのは、①教科であること、②育成を目指す資
質・能力が規定されていること、③自己認識と共に、社会認識や自然認識も育てるこ
とから、社会科と理科に接続すること、④1年間で複数の単元を行うため総括が必要
なことによる。



具体的論点・改善の方向性

3．「学びに向かう力、人間性等」の評価の在り方
• 生活科における「学びに向かう力・人間性等」は、体験や活動

の中での対象への働きかけ、他者との対話・協働、自己調整、
意欲や自信をもって活動に向かうことを通し、こうした体験や表
現の積み重ねの中で徐々に育まれることから、児童一人一人
の成長の過程に着目しながら見取ることが求められる。

• 観点別評価で分析的に評価する際、生活科は活動性の高い
教科であることから、児童一人一人が異なる学習活動を行うこ
とが多い。また、言葉でまとめる場面は少なく、言語化された評
価対象が安定的に残りにくい。そのため、同じタイミングで全ての
子供を評価することに対する負担が生じている。

（小単元ごとに、三観点それぞれの評価材料を揃えようとするた
め、記録が膨大化。記録のための授業になり、子供を見る時
間が減少。）

• 特に、生活科において重視している「学びに向かう力、人間性
等」については、評価規準を定めて達成したかどうかを判断する
こととされているが、一人一人の学習状況を的確に把握するこ
とが難しい側面もあることから、期待する態度の育成や一人一
人の子供の良さを評価しきれていない側面もある。

• 総則・評価特別部会で議論が行われている「学びに向かう力・
人間性等」の評価の新たな在り方（特に「◯」の付記）は、過
度な評価材料集め等の負担を軽減しつつ、長い期間での児童
の成長を肯定的に評価することを目指すものであり、上記の課
題解決に資するものとなると考えられる。 （P.15～19参照）

○ 「見取る姿（仮称）」の明確化のイメージ
１．において示したとおり、生活科の学習評価においては観点別評価を行うこ

ととする方向性を踏まえ、 「学びに向かう力、人間性等」の評価に当たっては、具
体的な活動の事実に基づいて生活科の学習過程全体を通じて 「見取る姿
（仮称）」に示す行動の「継続的な発揮」を見取ることができた場合には、「思・
判・表」に「◯」を付記することで評価することとしてはどうか。その上で、生活科の
「学びに向かう力、人間性等」の評価に当たっての「見取る姿（仮称）」を検討
する際に、以下のような事項を参考として示すこととしてはどうか。
• 思いや願いをもった働きかけ

身近な人々、社会及び自然に自ら関わろうとするとともに、思いや願いをもって
働きかけようとしている。

• 他者との伝え合いや協働
互いの思いや気付いたことなどを伝え合い共有し、他者とともによりよい生活に
向けて活動しようとしている。

• 試行錯誤や自己調整
場面や状況に応じて、繰り返し対象に関わり、前向きに行動しようとしている。

○「学びに向かう力・人間性等」の涵養の重視
上記と同様に、生活科の学習評価においては、その特性を踏まえ観点別評価

を行うこととする方向性を踏まえ、生活科の学習過程全体を通じた「学びに向か
う力、人間性等」の育成の状況を、一人一人のよさ、変化や成長を丁寧に見取
る個人内評価とし、総合所見欄等において記述することとしてはどうか。（他の
教科と同様）
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2．学習評価のプロセスの整理
• 生活科における学習評価のプロセスについては、総則・評価特

別部会（第７回）において「「総括的な評価」の頻度の必要
に応じた見直しと「形成的評価」の計画的位置づけについて明
確化していくべきではないか」とされていることを踏まえ、単元ごと
の評価は形成的評価を中心に行うこととし、年度末・学期末
等において総括的な評価を行うよう促してはどうか。

※総則・評価特別部会（第7回）で各教科等の目標から、「学びに向かう力の３要素」を抽出した
ものとして、学習指導要領の改訂後速やかに検討していくことが提案されたことを受け、上記の「見取
る姿（仮称）」のイメージを示しているものであり、詳細は学習指導要領の改訂後に検討。

• 一方、総則・評価特別部会での議論では「◯」の付記は「思考・判断・表現」の過
程で見取ることとされているが、生活科では学習過程を資質・能力ごとに分けず、児
童一人一人の身体性に根差した具体的な活動等を通して３つの資質・能力を一
体的に育成する特質があることから、その点の整理が必要。生活科の特質を踏まえ、
以下のような形で評価を実施することについてどのように考えるか。（補足イメージ２）



【幼児理解に基づいた評価】
• 評価の実施に当たっては、指導の過程を振り返りながら幼児の理解を進

め、幼児一人一人のよさや可能性などを把握するとともに、教師の指導が
適切であったかどうかを把握し、指導の改善に生かすようにすることが重要

• 評価は、他の幼児との比較や一定の基準に対する達成度についての評
定によって捉えるものではないことに留意

• 「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」は、幼児一人一人が到達すべき
目標ではないが、教師が指導を行う際に考慮

• これにより、幼児が発達していく方向を意識して、それぞれの時期にふさわ
しい指導を積み重ねていくことに留意

学習評価面で捉えた、幼児教育、中学年以降の学習との接続

社会科 理科総合的な学習の時間

【生活科における評価】
• 社会科や理科につながる教科としての側面（身の回りに様々な場所があり

多様な人々が生活していることが分かる、動植物の特徴、変化や成長の様
子に気付く）を重視

• 一方、活動や体験そのもの、すなわち学習の過程を重視
• １単位時間だけでなく、長期にわたる変容も評価の対象となり、一人一人

の多様な学びを評価
• 一人一人の児童の多様な学習活動を評価するために、評価規準を具体

的かつ明確に設定するとともに、具体的な子供の姿を描くことを通して形成
的評価を実施

【社会科・理科における評価】
目標に照らして、その実現状況を
観点ごとに評価し、評定

【総合的な学習の時間における評価】
学習状況に顕著な事項がある場合な
どにその特徴を記述

• 生活科は教科として位置付けられているとともに、その学びは、社会科及び理科の土台となる性質を有していることに加え、３つの資質・能力につ
いてそれぞれの観点で評価することでより分析的に適切に見取ることができることから、観点別評価を行うことが適当。

• 一方、幼児教育、生活科、中学年以降の教科や総合的な学習の時間では、評価の方法は異なるが、いずれも子供一人一人の発達や学びの
過程を捉え、そのよさや成長を見取ることを基本としており、生活科においても、これらの学びの継続性を踏まえた評価が求められる。

補足イメージ１
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生活科における「学びに向かう力・人間性等」の育成に繋がる学習評価のプロセス
・ 生活科の単元では、各内容に示された「学びに向かう力・人間性等」の記載事項を参考にして、単元の目標が設定されることから、その資質・能力が育成され

ることが重視される。そのために、学習過程の中に、単元の目標で示された「学びに向かう力・人間性等」が育成されるように学習活動を組み立てる（学習過
程のデザイン）ことがポイントとなる。

・ 単元ごとの「学びに向かう力・人間性等」の育成を重視するとともに、「見取る姿（仮称）」の継続的な発揮を見取り、形成的評価を充実させることについて今
後も検討を重ねてはどうか。

補足イメージ２

６

・思いや願いをもった働きかけ
身近な人々、社会及び自
然に自ら関わろうとするとと
もに、思いや願いをもって働
きかけようとしている。

・他者との伝え合いや協働
互いの思いや気付いたこと
などを伝え合い共有し、他
者とともによりよい生活に向
けて活動しようとしている。

・試行錯誤や自己調整
場面や状況に応じて、繰り
返し対象に関わり、前向き
に行動しようとしている。

単元Bの目標 ※内容（８）
家族がにこにこになるための活
動を伝え合うことを通して、伝え
たいことや伝え方を選んだりして、
家族と交流することのよさや楽し
さが分かるとともに、進んで家族
と触れ合うことができるようにす
る。

単元ごとに異なり、
単元の中で見取る

全単元に共通し、
継続的な発揮を見取る

「学びに向かう力・人間性等」の要素 「学びに向かう力・人間性等」の目標 「見取る姿（仮称）」内容ごとの「学びに向かう力・人間性等」

生活科
身近な人々、社会及び
自然に自ら働きかけ、他
者と協働し、状況に応じ
て関わり方を調整するとと
もに、意欲や自信をもっ
て、学びや生活を豊かに
しようとする態度を養う。

単元Cの目標 ※内容（９）
書きためてきた「思い出カード」をもとに
「思い出すごろく」をつくって遊ぶ活動を
通して、過去と現在の自分を比較し、
自分自身が成長していることや様々な
人が自分の成長を支えてくれていること
に気付くとともに、これからの期待をもっ
て意欲的に生活できるようにする。

単元Aの目標 ※内容（２）
家族がにこにこになるための活動を通
して、家族のことや自分でできること
を考えたり、家族の大切さや自分が
家族によって支えられていることが分
かるとともに、自分の役割を積極的
に果たし、規則正しく健康に気を付
けて生活することができるようにする。

総合所見欄等に反映
多様な子供一人一人
のよさや成長を肯定的
に評価できるように個
人内評価とする

「思・判・表」の観点別
評価に「〇」を付記
「見取る姿（仮称）」
に示す「継続的な発
揮」を見取る

内容 「学びに向かう力・人間性等」（現行）

⑴ 楽しく安心して遊びや生活をしたり、安全な登下校をしたりしようと
する

⑵ 自分の役割を積極的に果たしたり、規則正しく健康に気を付けて
生活したりしようとする

⑶ それらに親しみや愛着をもち、適切に接したり安全に生活したりし
ようとする

⑷ それらを大切にし、安全に気を付けて正しく利用しようとする

⑸ それらを取り入れ自分の生活を楽しくしようとする

⑹ みんなと楽しみながら遊びを創り出そうとする

⑺ 生き物への親しみをもち、大切にしようとする

⑻ 進んで触れ合い交流しようとする

⑼ これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、
これからの成長への願いをもって、意欲的に生活しようとする

思いや願いをもった働きかけ／他者との伝え合いや協働／試行錯誤や自己調整

※生活科の「見取る姿（仮称）」は、内容ごとの「学びに向かう力・人間性等」と関係付けながら、参照・活用していく 7



１．個人内評価への変更
 前回改訂時、「学びに向かう力、人間性等」のうち感性や

思いやり等については目標に準拠した評価や評定になじま
ないとして「個人内評価」で扱うこととし、それらを除いた「主
態」を目標準拠評価の対象としたが、理解が難しく目指す
資質・能力を適切に反映した評価となりにくい、負担が重い
等の指摘もある （72ページの2. 参照）

 一方、「学びに向かう力、人間性等」をカリキュラム全体で
育んでいくことや、そのために主体的な学習の調整を促す課
題を意図的に活動に位置付けていくことの重要性は一層
高まっている

 観点別評価の評価観点として存置しつつも、各教科毎に
「目標準拠評価」として行うのではなく、教育課程全体を
通じた「個人内評価」として行う方法に改めることにより、
過度な評価材料集めを抑制しつつ、多様な子供たち一
人一人の良さや成長を自然な形でみとり、肯定的に評価
できるようにすべき

 ①を前提とすると、「感性・思いやり」と「主体的に学習に
取り組む態度」に分ける必要がなくなるため、評価観点と
しては単に「学びに向かう力・人間性」とすることが考えられ
る

２．思考・判断・表現の評価への付記
 １．のように「学びに向かう力、人間性等」を教育課程全体を通じた個人内評

価として行うことを想定した場合でも、その一部分は各教科等における「知・技」
や「思・判・表」の評価の過程で特に見取れる場合もあると考えられる

特に、「思考力・判断力・表現力等」は「知識や技能を活用して課題を解
決するために必要な力」であり、問題発見・解決や、考えの形成・表現、
思いや考えを基にした意味や価値の創造といった過程で発揮されるもので
あり、本部会で議論してきた「学びに向かう力、人間性等」の４つの要素
(※) と親和性が特に強い

 教育課程全体を通じた個人内評価を基本としつつも、思考・判断・表現の過
程で、「学びに向かう力、人間性等」の各要素のうち、具体的に見取ることが
できる要素（※）が特に表出した場合には、「思・判・表」の観点別評価に
「◯」を付記する方向で検討すべき

(※)初発の思考や行動・好奇心、対話や協働、学びの主体的な調整のプロセスを一体的に見取る。初発の考えを作ると
いった入り口部分だけでなく、その後の学習の調整等を通じた考えの修正等も含めて見取ることの重要性に留意

 ①のように考える場合、 「思・判・表」の評価で、ペーパーテストに偏重した現
在の評価が改善され、論述・レポート・作品製作等の「学びの主体的な調
整」が求められる評価課題の重視や、それらを核とした授業改善に繋がること
が期待される

※ １．２．の方向性は、不登校児童生徒に対して特に「主態」の評価を付け
づらく、評定もつけられないという実態の改善に寄与することも期待される

(※)初発の思考や行動を起こす力・好奇心、学びの主体的な調整、他者との対話や協働、学びを方向付ける人間性

 これらの方向性は、学習の自己調整を含めた「学びに向かう力、人間性等」の資質・能力が一層重要となることを踏まえ、その効果的な育成
を図るために、「学びに向かう力、人間性等」の特質に応じた評価の在り方に改善を図るもの。「学びに向かう力、人間性等」の評価を「しなくて
もよくなる」「軽視してよい」といった誤った理解とならないよう、具体的な運用の設計と趣旨の周知・徹底を図るべき

 「思・判・表」の観点別評価に「◯」を付記した際、それを教育課程の実現状況の総括的な評価である評定に一定程度加味することの適否に
ついては、引き続き総則・評価特別部会で検討を深めるべき 8

具体的な方向性と論点①（「主態」評価の改善） 令 和 ７ 年 ９ 月 2 5 日
教 育 課 程 企 画 特 別 部 会
論 点 整 理 （ p . 7 4 ）



４．評価の頻度やタイミング
 学習評価を真に子供の学習等の改善に繋げていくためには、「学習改善等に生かす

評価」（適時のタイミングでのアセスメントとフィードバック）の充実が必要である
 一方、評価活動の中で「記録に残す評価」がほとんどを占め、加えて評定を学期ごと

に示す学校が多いという実態の中、「学習改善等に生かす評価」を充実させることは
負担が大きい

＜基本的な方向性＞
① 評定への総括は課程の修了認定を行う学年末にのみ行うことが可能であることを

明確に示しつつ、その場合には学期中は「学習改善等に生かす評価」を中心に行
うことを促すなど、評価の役割分担を明確化し、その趣旨・方法等について教師や
保護者に向けて分かりやすく周知すべき

② ①の方策は、ある単元・学期でうまく学べなかった子供でも、その後の学習により挽
回の機会を提供できることや、「裁量的な時間」の活用による一人一人に応じた学
習活動の拡充とも親和的であり、多様性を包摂する教育課程の在り方に繋がるこ
とが期待される
※「学びに向かう力、人間性等」も含め、学習の途中に「学習改善等に生かす評価」を行っていく
ことは極めて重要であり、学期中に評価活動を行わず学年末に評定の整理のみ行うなど、学習
評価を単に貧しくする方向で誤解され運用されることのないよう留意が必要

＜想定される課題への対応＞
例えば以下のような課題も考えられ、デジタル学習基盤の活用も含めた具体的な運用
例を示すなど、具体的な在り方について引き続き検討が必要である

• 学期途中に評定がないと学習の進捗が分かりにくい
• 各学期の「学習改善等に生かす評価」のフィードバックの方法がイメージしにくい
• 高校入試との関係上、中学校３年生は２学期までの評定が必要
• 各単元の「記録に残す評価」の精選の具体的なイメージが湧きにくい
• 特定の時点でうまく学べなかった子供がその後の学習で顕著に資質・能力を発揮した場

合の評価上の対応について、過度な負担なく行う方法がイメージしにくい

３．中核的な概念等との関係
 中核的な概念等については、複数の内容事項に共

通する主要な理解等を示すこと、従来と比較して包
括的・一般的な表現とすることが想定される

 こうした中核的な概念等の中には、単に知識として指
導するだけでは理解が難しく、具体的な内容事項を
通じて指導を積み重ねる中で理解に至ることが期待
されるものがあると考えられる

 一方、明示的に中核的な概念等を指導することが
有効な場合もあり、概念等と内容事項との間を行き
つ戻りつしながら深い理解が得られると考えることもで
きる

 仮に中核的な概念等の理解について評価規準を設
定する場合、焦点が不明瞭になるとの懸念がある一
方、評価課題の工夫次第で理解を問うことも可能な
場合もあると考えられる

いずれにせよ、各教科等における中核的な概念等の
具体的な粒度や示し方について今後検討していく中
で、学習評価における取扱いについても具体的な整理
を行っていくことが必要であり、今後、総則・評価特別部
会において並行して議論すべき

具体的な方向性と論点②（中核的概念、評価の頻度） 令 和 ７ 年 ９ 月 2 5 日
教 育 課 程 企 画 特 別 部 会
論 点 整 理 （ p . 7 5 ）
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「主体的に学習に取り組む態度」の評価の改善の方向性

「十分満足できる」
状況（Ａ）

「おおむね満足
できる」状況（Ｂ）

「努力を要する」
状況（Ｃ）

学
習
の
自
己
調
整

粘り強さ

学習指導要領の目標（学びに向かう力、人間性等）

評価観点（「主態」）の趣旨（指導要録の改善通知）

言葉がもつよさを認識するとともに、言語感覚を養い、
国語の大切さを自覚し、国語を尊重してその能力の向
上を図る態度を養う（例：小学校国語）

言葉を通じて積極的に人と関わったり、思いや考えを広
げたりしながら、言葉が持つ良さを認識しようとしていると
共に、言語感覚を養い、言葉をよりよく使おうとしている

目標準拠評価の２側面
（事後的に整理）

学びに向かう力、人間性等の
目標と評価の観点

感性・思いやりなどを除く

＋

他者との
対話や協働

学びを方向
付ける人間性

初発の思考や
行動を起こす
力・好奇心

学びの
主体的な調整

４つの要素
（あらかじめ整理）

○ 学びに向かう力、人間性等を構
成する要素はあらかじめ整理

○ 整理された４つの要素を踏まえ
て目標準拠評価ではなく、個人
内評価として実施

○ その上で、「初発の思考や行動」
「学びの主体的な調整」「対話と
協働」が特に表出した場合、各
教科等の思考・判断・表現に「
◯」を付記する

現

行

改
善
イ
メ
ー
ジ

学習指導要領の目標（学びに向かう力、人間性等）

個人内評価

４つの要素を踏まえ適切に目標に反映

目標を踏まえ、教科等を横断した個人内評価
として指導要録に記載

学びに向かう力、人間性等の
目標とそれを踏まえた個人内評価

 学びに向かう力、人間性等の目
標を構成する要素が構造的につ
かみにくく、「主態」の評価観点Ⓐ
も分かりにくい

 こうした事情を踏まえ、 「主態」の
評価に当たっての２側面Ⓑが事
後的に整理された

 しかし、目標準拠評価として、 Ⓐ
とⒷを整合的に理解し、評価規
準を設定することは多くの教師にと
って困難との指摘

 結果、形式的な勤勉さばかりが強
調されるなどの実態も生じている

対応の方向性

課題
A B

（※）自らの思考や行動のメタ認知
や学習の自己調整などを含む

令 和 ７ 年 ９ 月 2 5 日
教 育 課 程 企 画 特 別 部 会
論 点 整 理 （ p . 7 6 ）
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新たな観点別評価の方向性イメージ

評定せず評 定

知識・技能 思考・判断・表現

総括
(Ａ,Ｂ,Ｃ)

小学校３段階、中学校・高校５段階

(Ａ,Ｂ,Ｃ)

知識・技能
感性, 思いやりなど

思考・判断・表現 主体的に学習に
取り組む態度

目標準拠評価

総括
(Ａ,Ｂ,Ｃ) (Ａ,Ｂ,Ｃ)

個人内評価評 定
小学校３段階、中学校・高校５段階

見取る観点

観点別評価

評定への総括

観点別評価

評定への総括

(Ａ,Ｂ,Ｃ)

新

旧

見取る観点
学びに向かう力・

人間性

目標準拠評価 目標準拠評価

目標準拠評価 目標準拠評価

思考・判断・表現の過程で、「
初発の思考や行動を起こす力
・好奇心」「学びの主体的な調
整」「他者との対話や協働」が
特に表出した場合には、「思・
判・表」の観点別評価に「◯」
を付記する

個人内評価

総合所見欄等に反映

令 和 ７ 年 ９ 月 2 5 日
教 育 課 程 企 画 特 別 部 会
論 点 整 理 （ p . 7 7 ）
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生活科における構造の示し方の方向性
 生活科の目標において資質・能力を三つの柱に分けて規定した意義としては、現行学習指導

要領において、各教科等に共通して、育成を目指す資質・能力を「知識・技能」「思考力・判
断力・表現力等」「学びに向かう力・人間性等」の三つの柱で整理・明示することを前提として
いることに加え、
 観点別評価により学習状況を分析的に捉えることができること
 目標準拠評価を通じて指導と評価の一体化を図ることができること

などが挙げられる。このため「目標」については、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」
「学びに向かう力・人間性等」を分けて示すことが適当ではないか。

 一方、「内容」については、以下の諸点を踏まえ、引き続き、資質・能力を三つの柱ごとに独立
して示さないことが適当であると考えられる。【補足イメージ２】 
 生活科の学びは、児童一人一人の身体性に根差した具体的な活動や体験を起点として成立し、児童が

対象や他者と関わりながら得る気付きや実感を通して、自分の生活を捉え直し、生活をよりよくしていこうとす
る学びとして展開される点に特質がある。

 こうした学びにおいては、知識及び技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等は、活動
や体験の中で相互に関わり合いながら同時的・一体的に立ち上がり育成されていく。

 仮に、学習内容をこれらの資質・能力の三つの柱ごとに分節して示した場合、それぞれの資質・能力の育成
を主眼とした学習活動が構成されやすくなり、「気付き、考え、行為することが連続して次の生活へとつながっ
ていく」という生活科において中核となる学びの過程が、学習活動の構成上、十分に位置付けられにくくなる
恐れがある。

 その結果、児童一人一人が、活動や体験を通して得た気付きや実感を基に思いや願いをもち、自分の生
活を捉え直し、生活をよりよくしていこうとする生活科固有の学びが形骸化し、生活科として意図する資質・
能力が、生活に根差した力として十分に育成されにくくなることが考えられる。

このため、生活科における内容の示し方については、学習活動と一体となって育成される資質・
能力の姿を、一文で示す形式とすることが適切ではないか。その際、左記の表形式による示し
方の考え方を踏まえつつ、生活科の教科特性に沿った表形式による示し方について検討するこ
ととしてはどうか。 【補足イメージ３】

議論の前提 具体的論点（案）
 総則・評価特別部会では、

 「知・技」の内容のまとまりに対
応した「思・判・表」を並列で示
す、「並列」パターン

 「思・判・表」の深まりを「知・技」
が支えることを示す、「並行」パ
ターン

を示し、各教科等の特質に応じた学
習過程の改善を図る上で、教師にイ
メージがより掴みやすいと考えられる
方を選択することとした上で、上記の
パターンの考え方を踏まえつつ、適し
た表形式による示し方について、各
WGで検討することとしている。

 表形式化に当たっては、学年別に目
標を定めて内容を整理することはせ
ず、「統合的な理解」「総合的な発
揮」との関係性において内容を整理
することとしている。また、各教科の性
質や学校種・発達段階に応じて、１
学年毎に示すのが適切と考えられる
もの、低・中・高学年など複数学年で
まとめて示すのが適切と考えられるも
の、示さないことが適切と考えられるも
のなど様々な場合が考えられるため、
柔軟に記載を検討していくことが必要
であることが示された。

令 和 8 年 １ 月 2 7 日
生活、総合的な学習・探究の時間WG
資 料 １ （ Ｐ ． 2 2 ） 抜 粋
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 生活科における資質・能力については、現行学習指導要領の目標に掲げているとおり、知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学
びに向かう力・人間性等の三つの柱として整理して捉えることができる。

 その上で、生活科における資質・能力の構成や育成の在り方については、三つの柱を個別・独立に育成しようとするよりも、具体的な
活動や体験を通して、相互に関わり合いながら同時的・一体的に立ち上がり、生活科の学びの中で育成されていくことが期待され
るものであり、自立し生活を豊かにしていくことにつながるものとして整理することが適当ではないか。

 このため、生活科における内容の示し方については、並列パターンをイメージしつつ、学習活動と一体となって育成される資質・能力
を包括的に示す生活科オリジナルな形式とすることが妥当ではないか。

生活科における資質・能力の構成について（イメージ）

到達像：自立し生活を豊かにしていく

知識・技能
・身近な人々・社会・自然、
自分自身への気付き
・生活上必要な習慣や技能

学びに向かう力・人間性等
・身近な人々や、社会及び自然に自ら関わり、他者と一緒
に活動したり、状況に応じて働きかけたりして、生活をよりよく
していこうとする意欲や態度を育成する。

具体的な活動や体験
身体性を伴う体験、
言葉・絵・動作などの多様な表現

思考力・判断力・表現力等
・自分との関わりで対象を捉える
・考え、試し、工夫し、表現する

令 和 8 年 １ 月 2 7 日
生活、総合的な学習・探究の時間WG
資 料 １ （ Ｐ ． 2 3 ）
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検討の前提と具体的な検討項目
（「論点整理」の基本的方向性を踏まえた見直しの必要性）
 論点整理では、多様な子供達の「深い学び」を確かなものにするため、①主

体的・対話的で深い学びの実装 ②多様性の包摂 ③実現可能性の確保
という３つの方向性を示している。学習評価の改善に関しても、この３つの
方向性を踏まえ、多様な子供達の学びの深まりに直結する要素は丁寧に
改善・充実を図りつつ、必ずしもそうでないものはスリム化を徹底していく必
要。

（検討項目①「学びに向かう力・人間性等」の評価の実質化）
 こうした視点から、企画特別部会ではまず学びに向かう力・人間性等（以下

「学びに向かう力」という。）の評価の改善が議論された。「目標に準拠した
評価」に伴う評価材料の形式化や、「勤勉さ」「自主性」の評価にとどまりがち
な評価の実態を改め、「学びに向かう力」が目指す資質・能力の育成に資す
る学習評価となるよう、教育課程全体を通じた個人内評価と、思考力・判
断力・表現力等（以下「思・判・表」という。）の目標準拠評価における
「◯」の付記を組み合わせた新たな評価のあり方が提案された。

 この改善の方向性は、
 形式的な評価材料集めを抑制しつつ、多様な子供達一人一人の良さや

成長を自然な形で肯定的に評価し、「学びに向かう力」の特質に合わせた
評価の「実質化」を図る

 「学びに向かう力」の諸要素を「思・判・表」の過程で一体的に見取ることで、
ペーパーテスト偏重の「思・判・表」評価から脱却し、実生活・社会と結びつ
いた、問いから論述・レポート・作品制作等に至るまでの間に学びの主体的
な調整が必要となる学習課題を核とした指導・評価の改善を促す

ものであり、「学びに向かう力」と「思考力・判断力・表現力等」の両観点の指
導・評価を一体的に改善することを目指すものである。

 また、今回の改訂では、知識及び技能（以下「知・技」という。）と「思・判・
表」を一体的に育成する重要性を強調し、それらの対応関係を分かりやすく
示すため表形式で構造化することとしている。これには、「思・判・表」を伴う学
習活動を通じて個々の知識等が相互に関連付けられ、統合的に理解される
ようにする狙いがあるが、その実現のためには主体性を伴った質の高い「思・
判・表」の過程が不可欠である。このように考えると、今回の「学びに向かう
力」との一体性を強めた「思・判・表」の指導と評価の改善は、構造化の趣旨
を支えるものであるとも言える。

（検討項目②「高次の資質・能力」の評価上の取扱の明確化）
 論点整理では、「高次の資質・能力」の学習評価上の扱いについて、評価

課題の工夫次第で理解を問うことが可能な場合もある一方、包括的・一般
的な内容が予想される「高次の資質・能力」に評価規準を設定すると焦点
が不明確となる懸念もあるという２つの相反する見方を示した上で、「高次
の資質・能力の」の具体的な粒度や示し方が十分に整理されていない段階
で評価上の取扱いを結論づけることは難しいため、引き続き検討とした。

 その後、各教科等WGでの議論を経て、「高次の資質・能力」の具体的な
姿について一定の整理が進められてきたところであり、それらに即しつつ、「高
次の資質・能力」を学習評価上どう扱うべきか具体化する必要がある。
（⇒検討項目②）

（検討項目③ 評価の頻度等を含めた、シンプルで資質・能力の育成
に繋がる学習評価のプロセスの整理）

 論点整理は、学習評価のほとんどが評定に向けて行われる傾向があり、学
習や指導の改善に結び付きにくい実態や、毎学期評定を定めることの負
担の大きさなどを指摘し、負担が重い「記録に残す評価」の精選や評定の
頻度を見直しつつ、「学習改善等に生かす評価」を充実させる方策の必要
性を示した。

 こうした方向性を踏まえ、現在文部科学省や国立教育政策研究所が示
している「記録に残す評価」のあり方を見直し、「学習改善等に活かす評
価」の充実に繋がる、シンプルで分かりやすいプロセスを整理する必要が
ある。（その際、生成AIを含むICTをどのように活用しうるかを併せて検討
することが重要） （⇒検討項目③）

 こうした理解の下で、「思・判・表」の観点別評価に「◯」をつける実際の方
法や、「◯」がついた際の評定への影響の有無など、運用のあり方を具体
化していく必要がある。（⇒検討項目①）
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評定せず評 定

知識・技能 思考・判断・表現

総括

(Ａ、Ｂ、Ｃ)

小学校３段階、中学校・高校５段階

(Ａ、Ｂ、Ｃ)

学びに向かう力
・人間性

目標準拠評価 目標準拠評価

各教科等の「学びに向かう
力の３要素」（※2）を基に
示す「見取る姿（仮称）」に
ついて、評価期間全体を通じ
た「継続的な発揮」を見取れ
た場合、「思・判・表」の観点
別評価に「◯」を付記する

個人内評価

総合所見欄等に反映

「学びに向かう力・人間性等」の特質に応じた新たな観点別評価
【論点整理で示した改善の狙い】
論点整理では、以下のような改善を意図した「学びに向かう力・人間性等」（以下「学びに向かう力」）の評価の改善が提言された。
 形式的かつ過度な評価材料集めを抑制しつつ、多様な子供達一人一人の良さや成長を肯定的に評価できるよう、実質化を図る
 「思考・判断・表現」の過程で一体的に見取ることとし、学びの主体的な調整が必要となる学習課題を核とした指導・評価の改善を促す

具体的には、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」（以下「思・判・表」）は従前同様に目標に準拠した観点別評価・評定を行うこととしつつ、
「学びに向かう力」については「総合所見欄」における教育課程全体を通じた個人内評価と、各教科等における「思考･判断・表現」の観点別評価への「◯」の付記を組
み合わせた評価方法を導入することとし、「学びに向かう力」という資質・能力の特質に合わせた評価方法への改善を目指すこととした。

【更なる検討課題と方向性】
①「学びに向かう力」の評価における「◯」の付記の具体的な運用方法

（方向性）各教科等ごとに示す「見取る姿（仮称）」（※1）をできるだけ長い期間を通じ、全体として「継続的な発揮」を見取る
「学びに向かう力」が「思・判・表」と一体的に表出し、学習評価では不可分。「◯」は「思・判・表」の観点別評価を介し、一体的な勘案の結果として評

定にも影響
②「高次の資質・能力」の関係性の整理

（方向性）「高次の資質・能力」は直接の評価対象とはせず、教師が単元を構想し、「深い学び」の実現に資する学習過程や評価課題のデザインに活用するなど、
指導や評価の改善に活用

③シンプルで資質・能力の育成に繋がる学習評価のプロセスの整理
（方向性）新たな学習評価の仕組みを学習・授業の改善に結びつけていくことができるよう、学習評価の手順をシンプルに再整理し、「文書作成」のプロセスとしてで

はなく、指導と評価の「構想」のプロセスとして示す

「見取る姿」に基づく
「◯」の付記

（※2） 「初発の思考や行動を起こす力・好奇心」「学びの主体的な調整」「他者との対話や協働」（※1） 国において示し、各学校がそのまま活用可能なものとする前提で検討
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２．「◯」の付記に際して「見取る姿」（仮称）の明確化
 左記１．の基本的な考え方を踏まえ、「学びに向かう力」の３要素を思考

・判断・表現の過程で教師が見取るための「具体的な児童生徒の姿」（
以下、「見取る姿」（仮称））を各教科等ごとに示す必要があるのではな
いか。

 その際、発達段階に即して具体的にイメージできるものとする観点から、各
教科等について、一定の年度のまとまり毎に示すことが考えられるが、各学
年ごとである必要はない場合も考えられ、具体は引き続き検討が必要では
ないか。（なお、過度な評価材料の収集につながらないよう、単元のまとま
りごとの「見取る姿（仮称）」を示すことはせず、単元ごとに「◯」をつける運
用も求めないこととしてはどうか）。

 こうした「見取る姿（仮称）」は、各教科等の目標から、「学びに向かう力
の３要素」を抽出したものとなることが考えられ、学習指導要領の改訂後
速やかに検討して示していくこととしてはどうか。（※）

【「見取る姿（仮称）」の示し方のイメージ（中学校数学）】
事象に知的好奇心や目的意識をもって問題を見いだし、数学を活用しようとしている
他者と数学的論拠に基づいて協働し、問題解決を進めようとしている
問題発見・解決の過程を振り返って評価・改善しようとしている

 また、学習指導要領に示す目標の実現を図るとともに、各学校に過度な
負担を生じさせない観点からは、国が示した「見取る姿（仮称）」を基に
各学校に独自の着眼点を設定するよう一律に求めることは適当でなく、各
学校でそのまま活用可能なものとする前提で検討してはどうか。

 このようにして、全体として過度な負担が出ない基本設計としつつ、国が示
す「見取る姿（仮称）」 を参考に、各学校が学校教育目標や独自の教
育課程に照らして文言等を工夫したり、児童生徒が理解しやすい観点とな
るよう改善を図ることが可能であることについては、確認的に明確化しておく
べきではないか。

（※）特に「初発の思考・行動」については、単に与えられた課題に積極的に取り組むか
といった学習の入り口段階における自主性にとどまることのないよう検討する必要が
あることに留意

「学びに向かう力」の評価における「◯」のあり方①１
１．「◯」の付記に当たっての基本的な考え方について
 論点整理では、「学びに向かう力」の４要素のうち、「初発の思考や行動」「学びの

主体的な調整」「対話と協働」（以下「学びに向かう力の３要素」という。）が、「
思・判・表」の過程で特に表出した場合に「〇」を付することと整理しており、具体的
にどのような場合に付記するのかが課題となる。

他者との
対話や協働

学びを方向
付ける人間性

初発の思考や
行動を起こす
力・好奇心

学びの
主体的な調整

学びに向かう
力の３要素

「思・判・表」の
過程で表出し
やすく、一定の
見取りが可能

人間性
の要素

学習過程で表出
しにくく、具体的な
見取りが困難

特に表出した
場合は「思・判
・表」の評価に
「◯」を付記

総合所見欄
等における
個人内評価

 仮にその他の観点別評価と同様に、評価規準を設定し、達成したと認められる場
合に「◯」をつけることとした場合、評価の付け方が「ABC」から「〇あり、〇なし」にな
るだけで「形式的かつ過度な評価材料集め」はなくならないことが想定され、「勤勉さ
」や「自主性」の評価に留まりがちな評価から脱却し、「学びに向かう力」の育成に資
する学習評価を実現するという今般の改善の趣旨が没却される恐れがある。

 一方で、「◯」をつけるための評価の着眼点をまったく示さなければ、妥当性・信頼性
が確保できないばかりか、学習や指導の改善に活かされず、「学びに向かう力」の育
成に繋がらない恐れがある。

 このため、客観性・定量性の要請による形式化の弊害が生じにくい配慮を行いつつ
、「◯」をつける着眼点を一定程度明確にすることにより、過度な負担を生じさせず「
学びに向かう力」の育成に実質的に繋がる適切な設計を行う必要がある

16
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「学びに向かう力」の評価における「◯」のあり方②１
３．設定した観点を用いた「◯」の付記の方法
 「知・技」や「思・判・表」 は、育成・評価したい資質・能力と観察可能な

成果（評価材料）の「ずれ」が比較的生じにくい一方、「学びに向かう
力」は直接観察が難しい情意面の表出を見取るものであり、こうした「ず
れ」が生じやすい（実際、従来の「主体的に学習に取り組む態度」の目
標準拠評価では、評価材料の収集努力が形式的かつ過度なものになり
やすく、目指す資質・能力の育成・評価に結びつくにくい側面がある）。

※例えば、「知･技」であれば分数の理解を評価するために「分数の理解を問う課題」を出すことができる
が、「学びに向かう力」であれば、「自己調整」や「粘り強さ」といった側面を直接観察・評価することは
難しいため、「振り返り」等の間接的な評価材料を通じた推定が必要となる。

 こうした「学びに向かう力」の特質を踏まえ、論点整理では、別途独立した
評価材料を集めるのではなく「学びに向かう力の３要素」が表出しやすい
と考えられる「思・判・表」の過程で見取り、「思・判・表」に「◯」を付記す
ることで一体的に評価するという評価方法が提案された。

 こうしたことを踏まえ、「◯」の付記の運用についても、「資質・能力」と「評
価材料」の「ずれ」を可能な限り避け、 「形式的かつ過度な評価材料集
め」等を招かないようにすべき。こうした視点からは、以下の２点が重要で
はないか。

① 「学びに向かう力の３要素」は、ある程度幅のある学習期間の中
で表出する特質がある一方、特定の学習場面や学習課題のみ
で見取ろうとすると上記の「ずれ」が生じやすくなるため、できる限
り長い期間をかけ、全体として見取る

② 特定の「規準」に照らして、情意面の発達の一定の水準の達成
の有無を判断しようとすると、客観的な証明のため「形式的かつ
過度な評価材料集め」を招きやすくなるため、「見取る姿（仮称
）」に即した行動が徐々に増え、様々な学習場面で安定して
表出するようになった、「継続的な発揮」を見取る

 「◯」を付したということは、評価期間内に当該教科等で「学びに向かう
力の３要素」が繰り返し表出したことを意味する。このため、「◯」を付し
た教科等については、その後の学習でも主体的な学びに基づく資質・能
力の伸びを期待しうるという積極的な意義付けが可能ではないか。

※ なお、一人ひとりの成長や良さを肯定的に評価するという今般の趣旨や、 「好
き」を伸ばし「得意」を育むという今次改訂の方針を踏まえれば、児童生徒が全
て又は大多数の教科等で「〇」を獲得することが目的化するのは、運用上想
定しておらず改善の趣旨を没却するものであり、注意深く避ける必要がある。

 また、この「◯」は「規準」の達成の有無を示すものではなく、「見取る姿
（仮称）」に即した行動の「継続的な発揮」を見取るものであるため、
いわゆる「総括的な評価」としての性質はこれまでと比較して弱く、当該
教科における更なる成長を促す「形成的な評価」としての性質を併せて
有するものと考えられるのではないか。

 このような「見取る姿（仮称）」を踏まえた子供の見取りと「◯」の付記
の運用は、形式的かつ過度な評価材料集めから脱却し、教師が児童
生徒の「学びに向かう力」を学習過程を通じて適切に見取る力を身に
付ける上で重要な仕組みではないか。

観点別評価におけ
る目標準拠評価

「学びに向かう力」の
「◯」の付記

評価場面 特定の学習場面・
学習課題を通じ、

⇒ 評価期間における「思・
判・表」の学習過程全
体を通じ、

判断方法 「規準」に照らして
特定の水準の達成
の有無を判断する

⇒ 「見取る姿（仮称）」に
示す行動の「継続的な
発揮」を見取る

 以上を踏まえ、当該評価期間における「思・判・表」の学習過程全体を
通じて、「見取る姿（仮称）」に示す行動の「継続的な発揮」を見取る
ことができたことをもって、「◯」をつけることとしてはどうか。

※児童生徒の多様な特性を踏まえ、「見取る姿（仮称）」の表出の
在り様も子供によって違いがあることに留意 17 
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「学びに向かう力」の評価における「◯」のあり方③１
４．「◯」の評定への影響について
 「◯」の付記について、各教科の目標に照らした実現状況を総括的に評価する「評定」

でどのような考慮をすべきかが課題となるが、この点について論点整理では、
 評定に影響するものと整理した場合「形式的かつ過度な評価材料集め」を生

じる可能性が高くなるので、評定に影響させるべきではないとする意見と、
 「学びに向かう力」はこれからの社会でますます求められる資質・能力であり、「

◯」を評定に影響させるものとして整理し、学校現場の積極的な取組を促す
動機付けとすべきとの意見

の双方が出され、総則・評価特別部会で検討を深めるべきとされた。

 ３．までの議論では、「学びに向かう力」は単独で評価材料を収集しようとすると、育
成したい資質・能力と評価材料との「ずれ」が生じやすいことから、その特質を踏まえ 「学
びに向かう力」が表出しやすい思考・判断・表現の過程で見取り、「思・判・表」に「◯」
を付記することで一体的に評価することとし、思考・判断・表現の過程における「学びに
向かう力の３要素」の継続的な発揮に対して「◯」を付記するという運用を示した。

 以上を踏まえると、「◯」は、独立した評価観点として評定に影響を与えるものではなく
、「学びに向かう力」が「思・判・表」と一体的に表出する以上、評定を含む学習評価に
おいては「思・判・表」と不可分なものとして捉えざるを得ない性質のものといえるのでは
ないか。

 このような性質と捉えるからこそ、教師は「見取る姿（仮称）」が表出するような思考・
判断・表現の学習過程を意識的にデザインすることとなり、「思・判・表」のよりよい育成
にも繋げていくことができる。そして、その思考・判断・表現の学習過程が「見取る姿（
仮称）」の一層の表出を可能とするという好循環に繋がるとも考えられるのではないか。

 学習評価でのこうした性質に鑑みれば、付記された「〇」は、「思・判・
表」の育成状況の程度を評価する中で、一体的かつ必然的に勘案さ
れるため、「思・判・表」の観点別評価を介して、評定に影響を与える
ものと整理すべきではないか。

 すなわち、具体の運用としては、例えば、「知・技」、「思・判・表」がAB
である場合、評定（５段階）は４あるいは５となることが想定されるが
、 「思・判・表」が「B〇」である場合には、一体的な勘案の結果として、
評定を５とする総合的な判断がなされることが有り得る。

 一方、一体的に勘案するとはいえ、「◯」がどの程度「思・判・表」の育
成と結びついているかの度合いは児童生徒によっても異なることを踏まえ
れば、「〇」の付記は、自動的に評定を一段階上げることを要する性質
のものではなく、「B〇」の場合であっても、評定を４とすることもあり得る
ことになる。

 これは、「〇」を勘案していないのではなく、前述のように、「〇」は「思・
判・表」と一体的に勘案されるものであることから、思考・判断・表現の
育成状況の程度の評価との一体的な勘案の結果として、評定を一段
階上げるには至らなかったということになる。

 なお、これにより、域内の学校で、観点別評価と◯の組み合わせが同じ
でも必ずしも評定が同じとならないため、評定が一意に定まらないとの指
摘もあり得る。しかしながらこの点は、現行の評定の決定でも、「ABB」
の評定は３～４で幅が生じることが想定されるなど現行と同様で、今
後とも、評定の具体の決定方法は所管の教育委員会の方針及び指
導を司る教師の専門的・総合的判断により適切に定めるべきもの。

(例えば、２．において数学の「見取る姿（仮称）」の例として示した
「問題を見いだして他者と協働して問題解決し、その過程を評価・改善しようとしている」
という行動が継続的に発揮されている場合には、
「日常生活や社会の事象における判断や意思決定に数学を活用する力」」
という思・判・表がよく育成されていることと切り離して考えることは難しい

知・技 思・判・表
A
B
C

A
B
C

評定
１
～
５

学びに向かう力
の３要素◯

×
独立した観点
としては影響を与えない

一体的な評価
の中で勘案

＜「◯」の評定への影響イメージ＞
観点別評価

思・判・表
の過程

学びに向かう力
の３要素

一体的評価

「見取る姿（仮称）」
の表出を助ける

評価課題の改善
の促進

知・技の
習得

質の高い
思・判・表に
繋がる

知・技の深い
理解や定着を促す

※「思・判・表」の過程の中で、よりよい「知・技」の習得に繋がる学習活動が含まれることも
考えられ、その過程で「見取る姿（仮称）」が発揮されることもあることに留意 18
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「学びに向かう力・人間性等」の「◯」の付記の運用について

単元A 単元B

評価期間における思考・判断・表現の過程

他者との
対話や協働

学びを方向
付ける人間性

初発の思考や
行動を起こす
力・好奇心

学びの
主体的な調整

学びに向か
う力の３要

素

「学びに向かう力・人間性等の要素」 「学びに向かう力・人間性等」の目標

（中学校数学の例）
• 事象に知的好奇心や目的意識をもっ

て問題を見いだし、数学を活用しようと
する態度を養う。

• 他者と数学的論拠に基づいて協働し、
問題解決を進めようとする態度を養う。

• 問題発見・解決の過程を振り返って評
価・改善しようとする態度を養う。

• 数学の社会的有用性、美しさ、楽しさ
などを感じる感性、想像力、直観力な
どの創造性の基礎を育む。

「見取る姿（仮称）」

問題に数
学を活用 数学的論拠に

基づいた協働

振り返って
評価・改善

問題に数
学を活用

数学的論拠に
基づいた協働

振り返って
評価・改善

「学びに向かう力」の「◯」の付記に当たっ
ての着眼点となる、思考・判断・表現の過
程で見取る具体的な児童生徒の姿

授業
改善

知識・技能 A

思考・判断・表現 B

学びに向かう力 ◯

評定 ４ or 5

観点別評価・評定の指導要録記載イメージ
評価の

総括見取る

独立して影響しない

一体的に勘案
総括

一体的な勘案の結果として、評定を
４とするか５とするか総合的な判断

単元C

1

2 3

初発

他者

調整 初発

他者

調整

（※2,3）

（※２）「学びに向かう力」については、学習評価の実施に際しては「思・判・表」の過程で見取るため要録上は「思・判・表」の欄と一
体的に記載するが、育成する資質・能力の柱として「思・判・表」の一部となったわけではないことに留意

（※３）観点別評価欄とは別に、総合所見欄において「学びに向かう力」全体の育成状況について個人内評価を記載することとなる

（※１）評価期間の初期は表出しにくくても、徐々に継続して発揮するようになる子供もいることに留意

（※１）
問題に数
学を活用

数学的論拠に
基づいた協働

振り返って
評価・改善

初発

他者

調整

（中学校数学の例）
• 事象に知的好奇心や目的意識をもって問

題を見いだし、数学を活用しようとしている

• 他者と数学的論拠に基づいて協働し、問
題解決を進めようとしている

• 問題発見・解決の過程を振り返って評価
・改善しようとしている

「見取る姿(仮称)」を
思考・判断・表現の過
程の中で見取れるよう
に授業改善

単元D

「見取る姿（仮称)」に即した行動が
徐々に増え、様々な学習場面で安定
して表出するようになった、「継続的な
発揮」を見取ることができるか?
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「高次の資質・能力」の学習評価における取扱い2

 企画特別部会「論点整理」では、「高次の資質・能力」の具体的な粒度や
示し方が十分に整理されていない段階で評価上の取扱いを結論づけることは
難しいため、引き続き検討とした。その後、総則・評価特別部会では、「高次
の資質・能力」の示し方を整理し、それを踏まえて各教科等WGでの議論を
経て、「高次の資質・能力」の具体的な姿について一定の整理が進められて
きたところ。

 高次の資質・能力は、複数の内容項目を包括し、それらに共通する本質を
踏まえた学びの「深まり」の姿を可能な限り分かりやすくシンプルに示すことがで
きるように検討が進められているが、教科等によって特質が異なり、具体の案
にも相応の差がみられる。

 こうしたことを踏まえた場合、仮に高次の資質・能力の育成状況を、一律に、
目標準拠評価の対象として直接的に評価しようとした場合には、以下のよう
な課題も考えられるのではないか。
 定量的・客観的な評価のために、具体的な学習の文脈や個別の知

識・技能の統合的な理解等から切り離され抽象的な概念の暗記を
問う課題等による評価が行われる恐れがあり、その場合「高次の資
質・能力」を設定した趣旨と逆行してしまう

（例えば、（問）化学反応においては、反応の前後で原子の数はどうなるか
（答）変わらない といった評価課題となる恐れがあり、そうした取組を防ぐため内容横断
的なパフォーマンス課題例を国が示すと、実践の硬直化・画一化を招く可能性もある）

 育成したい資質・能力の本質をシンプルに示すために「高次の資質・
能力」においては「何を」、「どの程度」といった到達水準を示していな
い（個別の内容において示されている）ため、具体的な評価規準の
設定が難しい場合が多いと考えられる

 個別の内容に基づく評価を行いつつ、高次の資質・能力の評価も行
うとなると、同一の内容について二重の評価負担を強いることとなる

 また、WGでの議論においては、「高次の資質・能力」を評価の対象とすること
を前提に検討すると、「高次の資質・能力」に紐付く個別の内容を漏れなく網
羅した示し方とする必要が生じるが、そうすると、学習内容の本質を端的な
形で定義することは難しいとの意見も出ている。

 さらに、企画特別部会での審議で参考とした、「Big ideas」「核心概念
」といったメタ水準での資質・能力をカリキュラム基準に位置づけている諸
外国でも、それらを直接の評価対象としては扱わず、目標や内容の本
質を示し、指導を方向付ける枠組みとして整理されている例が多い。

 一方で、教師が「高次の資質・能力」を活用して単元を構想し、「深い
学び」の実現に資する学習過程や評価課題を丁寧にデザインしていくこ
とは極めて重要である。

 以上を総合的に勘案すると、当面は「高次の資質・能力」の育成状況
自体について一律に直接的な評価を行うことは求めず、「高次の資質
・能力」は各学校における単元構想を含む指導・評価の計画や実施
の質を構造的に支える役割を果たすものとして整理してはどうか。

 こうした役割を果たせるよう、企画特別部会（第14回）で議論された
ように、画一的・硬直的な実践を押しつけるものとならないよう留意しつ
つ、国として「高次の資質・能力」等を活かした単元計画づくりの参考
イメージを各教科等ごとに示していくことが重要ではないか。

 また、各学校での単元の評価規準設定を支援するため示している各
教科等の「内容のまとまりごとの評価規準（例）」は、今後デジタル学
習指導要領で各教科等の内容や解説の記載と一体的に参照できる
方向で検討されており、各学校が指導と評価の計画を作成する際に
一層参照されやすくなる。
こうした重要性を有する「内容のまとまりごとの評価規準（例）」を
示す際、「高次の資質・能力」を踏まえて可能な限り学びの深まりを
意識した記載ぶりとなるよう検討することで、学習評価の改善にも資
するのではないか。

 なお、今後「高次の資質・能力」を意識した授業づくりが進む中、何らか
の形でその一部であっても直接評価しうると判断する場合には、「高次
の資質・能力」の直接的な育成・評価を目指すような、内容横断的な
パフォーマンス評価などの実践の創出も期待される。そうした創意工夫
を生かした多様な実践を促しつつ、文部科学省において積極的な研
究開発・事例収集等を改訂後も継続的に進めるべきではないか。
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理科

物質の構成 物質の性質 物質の化学変化

知識及び技能 思考力、判断力、表現力
等

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力
等

小
学
校

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

物質が粒子で構成され
ていることを理解する。

科学的に探究する学習活
動を通して、物質の特徴を
見いだして表現することがで
きる。

空気や水、金属の性
質には共通点や相違
点があることを理解す
る。

科学的に探究する学習活動を
通して、物質の特徴を見いだして
表現することができる。

化学反応によって物質
が変化することを理解す
る。

科学的に探究する学習活
動を通して、物質の特徴
を見いだして表現すること
ができる。

内容項目例 内容項目例 内容項目例

• 物と重さ
• 空気と水の性質
• 金属、水、空気と温

度
• 物の溶け方
• 燃焼の仕組み
• 理科と日常生活

（仮称）【分野横
断】

観察、実験や資料に基づ
いて分析し解釈する活動
などを通して、物質の構成
の特徴を見いだして表現す
ること。

• 空気と水の性質
• 金属、水、空気と

温度
• 物の溶け方
• 燃焼の仕組み
• 水溶液の性質
• 理科と日常生活

（仮称）【分野横
断】

観察、実験や資料に基づいて分
析し解釈する活動などを通して、
物質の性質の特徴を見いだして
表現すること。

• 燃焼の仕組み
• 水溶液の性質・
• 理科と日常生活

（仮称）【分野横
断】

観察、実験や資料に基づ
いて分析し解釈する活動
などを通して、物質の化学
変化の特徴を見いだして
表現すること。

中
学
校

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

物質を、原子・分子、イ
オンと関連付けて理解す
る。

科学的に探究する学習活
動を通して、物質の特徴を
見いだして表現することがで
きる。

物質の性質は、原子
や分子の状態によって
変化することを理解す
る。

科学的に探究する学習活動を
通して、物質の特徴を見いだして
表現することができる。

化学反応においては、
反応の前後で原子の
数が保存されること、反
応には熱が関係してい
ることを理解する。

科学的に探究する学習活
動を通して、物質の特徴
を見いだして表現すること
ができる。

内容項目例 内容項目例 内容項目例

• 水溶液
• 物質の成り立ち
• 水溶液とイオン
• 化学変化と電池
• エネルギーと物質【分

野横断】
• 自然環境の保全と

科学技術の利用【分
野横断】

観察、実験や資料に基づ
いて分析し解釈する活動
などを通して、物質の構成
の特徴を見いだして表現す
ること。

• 物質のすがた
• 状態変化
• 化学変化
• 水溶液とイオン
• 化学変化と電池
• エネルギーと物質

【分野横断】
• 自然環境の保全と

科学技術の利用
【分野横断】

観察、実験や資料に基づいて分
析し解釈する活動などを通して、
物質の性質の特徴を見いだして
表現すること。

• 化学変化
• 化学変化と物質の

質量
• 水溶液とイオン
• 化学変化と電池
• エネルギーと物質

【分野横断】
• 自然環境の保全と

科学技術の利用
【分野横断】

観察、実験や資料に基づ
いて分析し解釈する活動
などを通して、物質の化学
変化の特徴を見いだして
表現すること。

化学（小学校・中学校）

資質・能力の全体構造（素案）
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中
学
校
（
1/

2
）

外
国
語

思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

総合的な発揮 領域 内容項目例
（第１学年相当）

内容項目例
（第２学年相当）

内容項目例
（第３学年相当）

コミュニケーションを行う目
的や場面、状況などに応
じて、様々な話題につい
て、
・ 聞いたり読んだりして必

要な情報や考えなどを
捉え、整理したり、既
存の知識や経験と関
連付けたり比較したりし
て、考えを形成すること
ができる。【理解する】

・ 情報や自分の考え、気
持ちなどを整理し、表
現等を工夫して他者に
伝えることができる。【表
現する】

・ 相手が話したり書いたり
した内容を受け止めな
がら、情報や自分の考
え、気持ちなどを、相手
に分かりやすいように表
現等を工夫して伝え合
うことができ、相互理解
を深めることができる。
【伝え合う】

話題 日常的な話題について
身近な社会的な話題について

聞くこと 条件 簡単な語句や文で、はっきりと話されれば

できること （ア）必要な情報を聞き取ることができる
（イ）概要を捉えることができる
（ウ）要点を捉えることができる

読むこと 条件 簡単な語句や文で書かれた

できること （ア）必要な情報を読み取ることができる
（イ）概要を捉えることができる
（ウ）要点を捉えることができる

話題 日常的な話題について（身近な話題について、（自分にとって）興味・関心のある話題について）
身近な社会的な話題について

条件 簡単な語句や文を用いて

話すこと
（やり取
り）

できること （ア） 自分の考えや気持ちなどを即興で伝え合うことができる（※身近な社会的な話題については対象としな
い）

（イ） 事実や自分の考え、気持ちなどを整理し伝え合うことができる
（ウ） 聞いたり読んだりしたことを基に、考えたことや感じたこと、その理由などを伝え合うことができる

（ア）自分の考えや気持ちなどを即興で話すことができる（※身近な社会的な話題については対象としない）
（イ）事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、まとまりのある内容を話すことができる
（ウ）聞いたり読んだりしたことを基に、考えたことや感じたこと、その理由などを話すことができる

話すこと
（発表）

書くこと （ア）情報や自分の考え、気持ちなどを文で書くことができる
（イ）事実や自分の考え、気持ちなどを整理し、まとまりのある文章を書くことができる
（ウ）聞いたり読んだりしたことを基に、考えたことや感じたこと、その理由などを書くことができる

外国語 中学校

資質・能力の全体構造（素案）
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各学校の学習評価を支える構造について（現行）

各教科等の
目標

評価観点の
趣旨

内容のまとまりごとの
評価規準例

各教科等の
内容

各単元の
指導と評価の計画

知識及び技能
自然の事物・現象についての理解を
深め、科学的に探究するために必
要な観察、実験などに関する基本
的な技能を身に付けるようにする。

思考力・判断力・表現力等
観察、実験などを行い、科学的に
探究する力を養う。

学びに向かう力・人間性等
自然の事物・現象に進んで関わり
、科学的に探究しようとする態度を
養う。

知識・技能
自然の事物・現象についての基本
的な概念や原理・法則などを理解
しているとともに、科学的に探究する
ために必要な観察、実験などに関
する基本操作や記録などの基本的
な技能を身に付けている。

思考・判断・表現
自然の事物・現象から問題を見い
だし、見通しをもって観察、実験など
を行い、得られた結果を分析して解
釈し、表現するなど、科学的に探究
している。

主体的に学習に取り組む態度
自然の事物・現象に進んで関わり、
見通しをもったり振り返ったりするな
ど、科学的に探究しようとしている。

※このほか学年別目標に対応し
た評価観点の趣旨も示している

※このほか、学年別に内容を示し
ている教科等についてのみ、学
年別目標も示している

(4) 化学変化と原子・分子
知識・技能
化学変化を原子や分子のモデ

ル と関連付けながら、物質の成り
立ち、化学変化、化学変化と物
質の質量を理解しているとともに、
それらの観察、実験などに関する
技能を身に付けている。

思考・判断・表現
化学変化について、見通しをも

って解決する方法を立案して観察
、実験などを行い、原子や分子と
関連付けてその結果を分析して
解釈し、化学変化における物質の
変化やその量的な関係を見いだし
て表現している。

主体的に学習に取り組む態度
化学変化と原子・分子に関する

事物・現象に進んで関わり、見通
しをもったり振り返ったりするなど、
科学的に探究しようとしている。

(4) 化学変化と物質の質量
知識及び技能
化学変化の前後における物質

の質量を測定する実験を行い、
反応物の質量の総和と生成物の
質量の総和が等しいことを見いだ
して理解すること。

思考力・判断力・表現力等
化学変化について、見通しをも

って解決する方法を立案して観察
、実験などを行い、原子や分子と
関連付けてその結果を分析して
解釈し、化学変化における物質の
変化やその量的な関係を見いだし
て表現すること。

※例は中学校理科

単元の目標

評価規準

学習活動

評価場面・方法

等

学習指導要領・解説 指導要録通知 国研評価参考資料 学習指導要領・解説 各学校で決定

評価規準例を参考
にしつつ、学習指導
要領の内容を踏まえ
て各学校で検討

単元の目標をよりよく
達成できるような学
習活動や、評価規
準に照らした評価場
面・方法等を創意工
夫して検討。
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現在の学習評価プロセスの示し方の課題

シンプルで資質・能力の育成に繋がる学習評価のプロセスの整理①３

 各学校における学習評価のプロセスについては、学習指導要領及び解
説で具体化されておらず、「指導要録通知」で観点別評価・評定等の
記載に当たっての考え方を整理するとともに、国立教育政策研究所の
「評価参考資料」によって各教科等ごとに具体の方法例を示している。

 それらに示されている学習評価の手順は、学習指導要領に示す目標、
学年別目標、内容に示す文言をあますところなく考慮して各単元の評
価に結びつける方向で作成されており、精緻に構成されている一方、以
下のような課題も指摘されている。（補足イメージ③参照）
 考慮要素が多く複雑で、「◯◯を確認」「◯◯を作成」など、「

総括的評価に向けた文言の作成」をベースに手順が組み立て
られているため学習指導との関係をイメージしにくいものとなって
いる結果、日々の授業での実践が困難なものと感じられやすい

 評価計画に関わる各種の文言について「指導要領から転記」「
指導要領の記載の語尾を変えて設定」するものが多く、作業の
意義が見いだしづらく、教師の専門性を発揮すべきポイントが見
えづらい

 観点別評価・評定に向けて行う「記録に残す評価」（総括的
評価）のプロセスは具体的に示されているが、「学習や指導の
改善に活かす評価」（形成的評価）の重要性やプロセスは十
分に示されていない

 一人一台端末の普及や生成AIの発展等を踏まえた学習評価
活動の進化を十分に織り込めていない

 以上の課題も踏まえ、「多様な子供達の学びの深まりを支える取組
は丁寧に改善・充実を図りつつ、そうでないものはスリムに」という考え
方を徹底していく上では、学習評価のプロセスの示し方について、「文
書作成のプロセス」から「育成したい資質・能力を目指して指導と評
価を一体的に構想するプロセス」への転換を図りつつ、シンプルに整理
していく必要があるのではないか。

（評価規準の二重設定の解消）
必ずしも意義が十分でない取組のスリム化

 学習指導要領の内容を踏まえて「内容のまとまりごとの評価規準」を各学校
が作成し、その上で「単元の評価規準」を作成することとなっているが、「内容
のまとまりごとの評価規準」は実質的に学習指導要領の文末を変えて作成
することを求めており、学校による作成の意義に乏しいのではないか。

 国が「内容のまとまりごとの評価規準例」を示した上で、各学校は各単元の
評価規準について学習指導要領の内容を踏まえて作成することとすれば、「
目標に準拠した評価」の意義は果たしうると考えられ、各学校による「内容の
まとまりごとの評価規準」の作成は不要としてはどうか。

（目標・評価規準の合理化）
 現在、単元の目標と評価規準は別に作成することとしているが、評価参考資

料に示した例では、単元の評価規準は単元の目標の語尾を変えることで作
成することが基本とされており（例：目標「～を身につける」、評価規準：「
～を身につけている」）、分けて設定することの意義に乏しいのではないか。

 従来「学びに向かう力」については、その一部を「主体的に学習に取り組む態
度」として抜き出して目標準拠評価を行うこととしていたため、目標と評価規
準に違いがあることに一定の理由もあったと考えられる。一方、今般「学びに
向かう力」は従前の目標準拠評価を行わないこととしたことにより、評価規準
を設定するのは「知・技」と「思・判・表」のみとなっており、この２つについては
目標と評価の観点に違いはないため、従前の必要性は失われると考えられる
。

 むしろ、「どのような資質・能力を育むか」と「どのような姿をもって資質・能力が
育まれたことを判断するか」を一体化した方が指導と評価の一体化に資すると
考えられ、単元の目標はそのまま評価規準として用いることを前提としては
どうか。（なお、複数の小単元を束ねて大きな単元を構想を行う場合に、評
価規準を複数項目に分けて目標よりも細分化することは考えられる） 24
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シンプルで資質・能力の育成に繋がる学習評価のプロセスの整理②３

学びの深まりを支える取組の充実
（目標・評価課題・学習課題を一体的に構想するプロセスの可視化）

（「計画の作成」から「構想」へ） （形成的評価の充実）
必ずしも意義が十分でない取組のスリム化（つづき）

 評価参考資料では、どのような場面でどのような指導を行い、どのように評
価材料を収集するかといった手順を、「指導と評価の計画」として整理・作
成することが求められている。しかし、特に小学校では、大多数の教師が複
数教科を担当し、同一授業を繰り返し実施する機会が少なく、すべての
単元について「指導と評価の計画」を作成することは現実的ではないとの
声もあり、それがハードルとなって意図的・計画的な評価の実施から遠ざか
ってしまう課題もある。

 こうした状況を踏まえると、「指導と評価の計画」という文書の作成自体を
プロセスとして示すのではなく、指導と評価に当たって教師がどのような点を
意識すべきかという授業の「構想」のプロセスを意識して示すことが有効で
はないか。これにより、必ずしも計画という文書形式を取らなくても、教師の
指導・評価プロセスの意識化を促し、指導と評価の一体化を図ることが期
待できるのではないか。

 上記のように、育成したい資質・能力との関連が明確となった学習過程
のデザインを基礎として、多様な子供達が資質・能力を確かに育んでい
けるようにするためには、学習の途中で適切なアセスメントとフィードバッ
クを行い、指導の調整と学習の調整を促す「形成的評価」の充実が
不可欠であると考えられる。

 「形成的評価」に関連して論点整理では、学校の評価活動の中で「総
括的評価」がほとんどを占め、加えて評定を学期毎に示す学校が多いと
いう実態の中、「形成的評価」の充実させる余地が少ないことから、「評
定への総括は学年末のみに行うことが可能であることを明確に示しつつ、
その場合は学期中は形成的評価を中心に行うことを促すなど、評価の
役割分担を明確にすべき」旨を示している。

 この点、現在の学習指導要領解説では、「総括的な評価」と「形成的な
評価」の適切な役割分担について明示的な記載がなく、学習途上での
見取りとフィードバックの必要性を教師が認識しづらく、「総括的な評価」
を見て児童生徒が次の学習に繋げていけば良いと誤認する恐れもある。

 「意義の乏しい取組」のスリム化を図った上で、児童生徒の資質･能力の
育成に資するプロセスをより丁寧に描いていく必要がある。今般、「深い
学び」の一層の実装を図っていく上では、「深い学び」の実現に資し、「資
質・能力」の育成を判断しうる評価課題とそれに向けた学習過程を一体
的にデザインしていく教師の専門性を磨いていくことが一層重要となる。

 こうしたことを踏まえると、学習評価のプロセスにおいて、
① 育成したい資質・能力の明確化
② 資質・能力の発揮を見取る評価課題のデザイン
③ 評価課題に向けて「深い学び」を実現する学習過程のデザイン

を一体的に構想する必要性を明らかにしてはどうか。

 このような基本的な考え方を、評価参考資料を待たずに学習指導要領
の告示とともに国が示すことは、こうしたデザインを支える教科用図書の編
集や民間教材の開発、各種教育研究団体の主体的な活動を促し、多
くの教師にとって実現可能な環境づくりにも繋がるのではないか。

 なお、「形成的評価」の充実は、これまでと質的に異なる新たな取組を求
めるものではなく、子供一人一人の「目標と現在地の差分」を見取り、
必要な学習の調整を促したり指導・助言を与えるという教師の専門性
の「中核」とも言えるものであるが、必ずしもその重要性と実践例が広く認
識されているとは言いがたい。

 そのため、学習指導要領解説においては基本的な考え方を示しつつ、
評価参考資料で効果的な形成的評価の例などを示していく必要があ
るのではないか。

 そのため、改訂に際しては、学習指導要領解説において「総括的な評
価」の頻度の必要に応じた見直しと「形成的評価」の計画的位置づけ
について明確化していくべきではないか。
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シンプルで資質・能力の育成に繋がる学習評価のプロセスの整理②３

 以上を踏まえると、補足イメージ④に示す通り、以下のような内容をベースに学習評価のプロセスを描き直すことで、教師一人一人が学習評価を資質
・能力の育成に活用するイメージを持ちやすくなり、指導と評価の一体化を更に進めることができるのではないか。

 何を身につけさせたいかを明確にする（目標と評価規準の設定）
 身につけさせたい資質・能力の発揮を見取り、その水準を判断できる課題を考える（評価課題のデザイン）
 評価課題に向けて資質・能力を身につけ、発揮しやすい学習活動を組み立てる（学習過程のデザイン）
 身につけさせたい姿と現状の差分を学習途中で見取り、適切なフィードバックの方法を考える（形成的評価の計画的な実施）
 学習活動を展開する（授業の実施）
 学習成果を観点別評価・評定へ総括する（総括的評価）

 なお、以上のようなプロセスについて全て学習指導要領に記載することは、指導や評価のプロセスの画一化・硬直化を招く恐れもあるため、学習指導要
領本体においては目標・指導・評価を一体的に構想する必要性や形成的評価の充実などの基本的な考え方を示すに留め、具体については解説や国
立教育政策研究所の評価参考資料において記載することとしてはどうか。

シンプルで資質･能力の育成に繋がる学習評価の新たなプロセス
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各教科等の目標

評価参考資料に示している学習評価の大まかな流れと課題

（※１）小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について（通知）
別紙４ 別紙４ 各教科等・各学年等の評価の観点等及びその趣旨（小学校及び特別支援学校小学部並びに中学校及び特別支援学校中学部）
別紙５ 別紙５ 各教科等の評価の観点及びその趣旨（高等学校及び特別支援学校高等部）

（※２）国立教育政策研究所 「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料（小学校編・中学校編）
指導資料・事例集 | 教育課程研究センター | 国立教育政策研究所 National Institute for Educational Policy Research

学習指導要領・解説

各教科等がどのような資
質・能力の育成を目指し
ているのかを端的に示す

各教科等の評価の
観点等及びその趣

旨

指導要録通知(※1)

各教科等の目標を基に、 
観点別評価の対象となる
要素を観点別に示すもの

学年別の目標

学習指導要領・解説
学年別の各教科等の
評価の観点等及び

その趣旨

指導要録通知(※1)
内容のまとまりごと

の
評価規準例

国研参考資料(※2)

基本的に学習指導要領の
内容の文末を「～している」
「～することができる」などに
変えることで作成

内容のまとまりごとの
評価規準を作成

内容のまとまりごとの評価
規準を各学校が作成する
上での具体例を示すもの

個別の内容

学習指導要領・解説

各教科等で育成すべ
き具体的な資質・能
力を示すもの

学習指導要領に示す内容
の記載等を踏まえて単元の
目標を作成

単元の目標
を作成

単元の評価規準を
作成

学習指導、
評価の総括

「内容のまとまりごとの評価規
 準」や、学習指導要領に示
す内容の記載を基に作成

計画に基づき授業を
行い、評価資料を基
に評価を行う

「評価の観点及びその趣旨
」が学習指導要領の各教
科等の目標を踏まえて作成
されていることを確認

目標と「観点の趣旨」
の対応関係を確認

「指導と評価の計画」
を作成

設定した単元の目標や評価
規準を踏まえて、具体の指
導や評価場面・評価方法等
を計画

各学校で行う学習評価の手順例

国が定める基準・参考資料

各学年においてどのような
資質・能力の育成を目指
しているのかを端的に示す

学年別目標を基に、 観
点別評価の対象となる要
素を観点別に示すもの

確認
基に作成

※各教科等によって若干の違いあり

参照すべきものが多く、
プロセスが複雑

プロセスが文書作業ベースで、
指導との関連を見出しにくい

指導要領から転記するものが
多く、教師が専門性を発揮す
るポイントが見えづらい

総括的評価のプロセスは具体的
だが形成的評価の記載が薄い

ICTや生成AIの利用
等が前提となっていな
い

単元の「指導と評価
計画」作成の実例

国研参考資料(※2)

各学校が実際に単元の「
指導と評価の計画」を作
成する上での具体例やポ
イントを示すもの

参照・活用
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各教科等の目標

学習指導要領・解説

各教科等がどのような資質・能
力の育成を目指しているのかを
端的に示す

内容のまとまりごとの
評価規準例

国研参考資料

内容のまとまりごとの評価規準例
を示すもの

個別の内容

学習指導要領・解説

各教科等で育成すべき具体的
な資質・能力を示す

国が定める基準・参考資料

「学びに向かう力」の
「見取る姿」（仮称）

身につけさせたい資質・能力の発揮を見取り、その水準を判断
できる評価課題を考える（単元の学習課題をそのまま評価課
題とすることも考えられる）

評価課題のデザイン

評価課題に向けて、多様な特性を持つ児童生徒が資質・能力
を身につけやすい学習活動を組み立てる

学習過程のデザイン 形成的評価の計画的な実施
身につけさせたい姿と現状の差分を学習途中で
見取り、適切なフィードバックを与える

学習成果を観点別評
価・評定へ総括する。
学年末に絞るなど頻
度を抑え、形成的評
価を充実する

何を身につけさせたいかを明
確にし、単元の目標を設定
する（目標はそのまま評価
規準となるようにする）

単元の目標（評価
規準）の設定

授業の実施
多様な子供達の個に応じた学習過程の工夫
を支えながら、学習活動を展開する

各学校で行う学習評価の手順例

総括的評価

資質・能力の育成に繋がる学習評価のプロセスの再整理（案）

「学びに向かう力の３要素」の見
取りの着眼点を各教科毎に端的
に示す

指導要録通知(※1)
単元の「指導と評
価計画」作成の実

例

国研参考資料(※2)

各学校が実際に単元の「指導
と評価の計画」を作成する上で
の具体例やポイントを示すもの

「高次の資質･能力」を
踏まえて学びの深まりを
可能な限り表現

一人一台端末や生成AI
の活用、形成的評価の
考え方や具体例を充実

「高次の資質・能力」を
基に表形式で構造化・
デジタル化し分かりやすく

「学びに向かう力の３要
素」の見取りの着眼点を
各教科毎に端的に示す

子供の実態に応じた柔軟
な教育課程を可能とするた
め学年別目標は示さない

指導と評価の構想 指導と評価の実施目標設定

基に作成 参照・活用 参照・活用

一体的に構想
子供の状況に応じて
学習・指導を調整
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論点２：幼児教育及び小学校中学年以降との接続と
教科横断の在り方

29



現状と成果

（１）スタートカリキュラム
○ 平成29年に改訂された小学校学習指導要領においては、幼児教育から小

学校教育に円滑に移行できるよう、各教科等の指導において「幼稚園教育要
領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿との関連を考慮すること」が示
された。

○ また、学習指導要領の総則において「特に、小学校入学当初においては、幼
児期において自発的な活動としての遊びを通して育まれてきたことが、各教科
等における学習に円滑に接続されるよう、生活科を中心に、合科的・関連的
な指導や弾力的な時間割の設定など、指導の工夫や指導計画の作成を行う
こと」とされ、スタートカリキュラムの編成・実施に関わる記載が設けられた。

○ このことを踏まえ、国立教育政策研究所において、「発達や学びをつなぐスタート
カリキュラム～スタートカリキュラム導入・実践の手引き～」（平成30年）の周知が
図られ、各学校において実践的な取組が進められている。

（２）架け橋期のカリキュラム
○ 平成 29 年に公示された幼稚園教育要領等においては、育成を目指す資

質・能力が系統的に示されるとともに、幼児教育と小学校教育との円滑な接
続について明記された。

○ この推進を図るため、令和５年２月に、中央教育審議会初等中等教育分
科会において、「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続に
ついて～幼保小の協働による架け橋期の教育の充実～」（以下、「審議まと
め」という。）が取りまとめられた。

○ 審議まとめにおいては、幼児教育と小学校教育は、他の学校段階等間の接
続に比して様々な違いを有しており、円滑な接続を図ることは容易でないため、
５歳児から小学校１年生の２年間を「架け橋期」と称して焦点を当て、０歳
から18歳までの学びの連続性に配慮しつつ、「架け橋期」の教育の充実を図り、
生涯にわたる学びや生活の基盤をつくることが重要であることが示された。 30

○ 審議まとめを踏まえ、国は、各地域において、幼児教育施設（幼稚園、
保育所、認定こども園）及び小学校はもとより、家庭、地域、関係団
体、地方自治体など、子供に関わる全ての関係者が立場を越えて連
携・協働し、「架け橋期のカリキュラム」の作成・実施・評価・改善等を
通じて、全ての子供に学びや生活の基盤を育む「幼保小の架け橋プロ
グラム」を推進している。

（３）これまでの成果
○ スタートカリキュラムや架け橋期のカリキュラムの作成等の取組の推進に

より、幼児教育と小学校教育の接続に関する理解や取組は徐々に広
がってきており、管理職や学校において、幼児教育との接続の重要性へ
の認識が高まっている。

○ また、幼小合同研修や保育・授業参観など、園と小学校が相互に学
び合う機会も増加しており、保育参観や動画などを活用した実践の共
有と対話による幼児教育の考え方（環境を通した教育、遊びを通した
総合的な指導）や幼児教育における学びへの理解が進みつつある。

○ さらに、スタートカリキュラムの編成や見直しに関して、教育委員会や指
導主事が学校に関わる機会が増加しており、合科的・関連的な指導や
弾力的な時間割の設定など、生活科を中心とした学習の工夫も広がり
つつある。

○ このような取組を通して、学校生活への適応が図られ登校渋りの児童
が減るなどの学校生活への安心感の形成や人間関係づくり、学習への
意欲の向上など、円滑な小学校生活への移行を支える成果が見られ
ている。

○ 保護者にとっても、入学前後の不安（子供の生活・学習・人間関
係）が軽減され安心につながるとともに、学校運営や教育活動に対す
る理解の向上が見られている。

１．幼児教育と小学校教育との接続の在り方

幼児教育と小学校教育との接続の在り方として、小学校学習指導要領（平成20年告示）解説生活編で初めて「スタートカリキュラム」を示し、学校生活
の適応を進めるものとして導入。平成29年改訂では、総則にスタートカリキュラムの編成・実施に関わる規定を示した。それに加え、幼児期から児童期の発達
や学びを見通しつつ、5歳児のカリキュラムと小学校1年生のカリキュラムを一体的に捉える「架け橋期のカリキュラム」の作成・実践も推進している。



（５）改善方策
左記（４）に掲げる課題を改善するために、各小学校において以下の取組が
進むよう解説の記載を充実するとともに、地域の実情に応じた取組が可能とな
るよう、学校現場がそのまま活用できるような多様なモデルを国として示すことと
してはどうか。このようにして、過度な負担を抑える基本設計とした上で、各学校が
幼児教育施設と連携し、創意工夫を生かして独自の取組を行うことが可能であり、
推奨されること、そうした取組から得られた知見を踏まえて、国のモデルを改善してい
く方針であることを明確化してはどうか。

①スタートカリキュラムの理解・運用の促進
・ スタートカリキュラムの対象とする時期は学校や児童の実態に応じて柔軟に設定
可能であることを明確化するとともに、様々な実施形態を例示することで、その理
念や指導の工夫を意識したスタートカリキュラムを編成しやすくする（補足イメージ
３参照）

・ 合科的・関連的な指導の工夫や弾力的な時間割の具体的事例、スタートカリ
キュラムを編成する視点を示し、実践のイメージを共有する（補足イメージ４参
照）

・ 質の高いスタートカリキュラムの授業や生活場面を動画等で発信し、研修に
活用する
②学校全体で取り組む体制づくり・外部連携の充実
・ 管理職の理解を深め、学校全体で幼小接続を推進する体制を整える
・ 架け橋期のコーディネーターを活用するとともに、校内研修や校内での接続を推
進する担当者の配置を進める
・ 合同研修や保育・授業参観など、園と小学校が相互に学び合う機会を充実す
る
・ スタートカリキュラムの策定に当たっては、上記の国のモデルを参考にしつつ、幼
児教育と小学校教育との学びのつながりを考えるための資料（「対話のための資
料」）を活用しながら、対話を通じて共通理解と取組の改善を図る
③架け橋期のカリキュラムとスタートカリキュラムの関係性の見直し
・ 架け橋期のカリキュラムは、幼児教育施設における５歳児のカリキュラムと小学

   校における１年生のカリキュラム（スタートカリキュラム）の総称として位置付ける
   など、概念の整理を図ることが必要ではないか。(補足イメージ５参照)

課題と改善イメージ
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（４）課題
前頁（１）～（３）に掲げた取組により一定の成果が見られる一方で、
幼児教育と小学校教育との接続に当たっては、幼児教育における学びへ
の理解が不十分なため、以下の課題がある。

①スタートカリキュラムの理解・運用に関する課題
・ 学校教育目標の実現に向けた低学年教育の重要性や、幼児教育と

      の連続性を踏まえた低学年の教育課程を編成しようとする意識が
      弱い

・ スタートカリキュラムについて、何をもって実施していると言えるのかという
      共通理解が十分でない

・ 合科的・関連的な指導や弾力的な時間割などについて、具体的な
      実践イメージが十分に理解されず、形式的な実践にとどまる場合がある

②校内体制や外部連携に関する課題
・ 幼児教育との接続が１年生担任だけの課題として捉えられがちである
・ 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を、小学校の学びと結び付けて
理解することに至っていない

・ 幼児教育と小学校教育の接続を専門的に支援できる人材が不足して
いる

・ 小学校教員による保育参観の機会が限られている
・ 私立園を含めた園の参加や連携が十分に広がっていない
・ 多くの園から児童が入学する学校では、園との連携の在り方が難しい
③架け橋期のカリキュラムとスタートカリキュラムの関係性に関する課題
・ スタートカリキュラムについては、平成29年の学習指導要領において、各
学校で作成することを求めている。一方、架け橋期のカリキュラムについて
は、幼保小の架け橋プログラムの一環として幼児教育関係者と小学校教
育関係者が連携・協働して作成していくこととしているが、全ての学校で作
成することを求めているものではないことから、両者の関係性が分かりにくく
なっている

１．幼児教育と小学校教育との接続の在り方（続き）



４月 ５月 ６月 ７月 ８月・９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

スタートカリキュラムの充実 補足イメージ３

スタカリのタイプ

スタカリ

スタカリ

スタカリ スタカリ

4月2週目のねらい「先生や友達と仲良くなる」～４月末

スタカリ

スタカリ

A：2週間

B：4月中

C：4月～7月に拡張

D：年間に分散

月 火 水 木 金

朝 なかよくなろう
・手遊び
・お話読んで
・お話聞いて
・歌って踊ろう

なかよくなろう
・手遊び
・お話読んで
・お話聞いて
・歌って踊ろう

なかよくなろう
・お話読んで
・お話聞いて
・歌って踊ろう

なかよくなろう
・お話読んで
・お話聞いて
・歌って踊ろう

なかよくなろう
・お話読んで
・お話聞いて
・歌って踊ろう１

がっこうだいすき
国・図・生

がっこうだいすき
国・体・生

がっこうたんけん
国・算・生

２
がっこうだいすき
国・図・生

がっこうだいすき
国・図・生

３ はるですよ道

４ あいうえお国
きゅうしょく特

あいうえお国
くらべよう算

あいうえお国
はるのがっこう図

ゆうぐあそび体
いくつかな算

おはなしよんで国
うたおう音

５ あしたもたのしみ
・帰りの支度
・お話聞いて
・お話読んで

あしたもたのしみ
・帰りの支度
・お話聞いて
・お話読んで

あしたもたのしみ
・帰りの支度
・お話聞いて
・お話読んで

あいうえお国

あしたもたのしみ
・帰りの支度
・お話聞いて
・お話読んで帰

あしたもたのしみ
・帰りの支度
・お話聞いて

合科的・関連的な指導による
生活科を中心とした学習

一人一人が安心感を持ち、新
しい人間関係を築くなどの活動
を中心とした学習※

教科等を中心とした学習

５月 ６月
月 火 水 木 金

朝

１

２

３

４

５

帰

※この時間については、授業時数以外の
教育活動として位置付ける。第１学年は
34週カウントであることを活用する。

月 火 水 木 金

朝

１

２

３

４

５

帰
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• 小学校に入学した子供が、これまでの経験を基礎として、主体的に自己を発揮し、新しい学校生活を創り出していくことは、好きを育み、得意を伸ばす第一歩となる。入学
直後の教育課程、つまりスタートカリキュラム（※）の編成・実施が極めて重要であり、このことが楽しい学校生活を実現し、低学年教育全体の充実につながる。

• 幼児期に育んだ自立心等を小学校低学年においてもしっかり育んでいくことができるよう、スタートカリキュラムの編成・実施に当たっては、子供一人一人が安心して自己を発
揮しながら、学校生活に慣れるとともに、幼児期の学びの芽生えから自覚的な学びへと接続していく取組を充実。（更に、これらの学びは中学年以降の探究的な学びに繋
げることにも留意。）

• これらの取組が円滑に進められるようにするため、スタートカリキュラムを拡張することにより、第１学年の教育課程を充実することを検討してはどうか。そのために、スタートカリ
キュラムを入学当初の時期だけでなく、１学期中、各学期始めなど1年間を見通して実施してはどうか。（実施に当たっては、架け橋プログラムの実践も参考にして検討。）

（※）現行の学習指導要領の総則において、スタートカリキュラムの編成・実施に関わる記載が設けられている。

※黄色ハイライト部分は、各教科等の略
称。（国語、算数、図画工作、生活、体
育、音楽、道徳、特別活動）



（１）単元の構成と配列
○主体的に自己を発揮しながら、より自覚的に学び

に向かうことが可能となるよう、生活科を中心とし
た合科的・関連的な指導の工夫を行う

○そのために、第1学年の全ての単元を配列し、俯
瞰することができるように単元配列表を作成する

（２）週の計画と時間配分
○児童の発達の特性や学びの特徴を踏まえ、短

い時間で時間割を構成したり、ゆったりとした活
動時間を位置付けたりするなど、弾力的な時
間割の設定の工夫を行う

○そのために、実践に向けて具体化・可視化した
週案を作成する

「発達や学びをつなぐスタートカリキュラム～スタートカリキュラム導入・実践の手引き～」（文部科学省、国立教育政策研究所教育課程研究センター）を基に作成 33

合科的・関連的な指導や弾力的な時間割作成の考え方 補足イメージ４

合科的・関連的な指導の工夫や弾力的な時間割を作成するに当たっての視点として、①学び・発達の連続性、②時間割の工夫、③教
科等間のつながり、④環境づくり、⑤資質・能力の育成、の５つの観点で考えてはどうか。

⑤資質・能力の育成
思いや願いをもって、体験と
表現を往還しながら自覚的
に学べるようにする

①学び・発達の連続性
発達の特性や学びを踏まえ
て指導計画を立てるとともに、
子供一人一人の児童理解を
基にして学習活動を設定した
り関わったりする

②時間割の工夫
一日の流れと活動量を意識
し、落ち着いて生活できるよう
にしたり、朝の会や帰りの会の
時間の設定を工夫したりする

③教科等間のつながり
日常生活や生活科の活動
の中にある発見や驚き、問い
などを生かし、教科の学びに
つなげる

④環境づくり
子供一人一人が安心し自
己を発揮できるような教室・
廊下・学校全体の環境とす
する

合科的・関連的な
指導による生活科
を中心とした学習

一人一人が安心感を持ち、
新しい人間関係を築くなど
の活動を中心とした学習

教科等を中心
とした学習

(P.32補足イメージ３参照)



架け橋期のカリキュラムとスタートカリキュラムの関係

３月

３月

小学校６年生

小学校５年生

小学校４年生

小学校３年生

小学校２年生

小学校１年生

５歳児

４歳児

３歳児

スタートカリキュラム

架け橋期のカリキュラム

スタートカリキュラム
小学校に入学した子供が、幼児教育施設（幼稚園、
保育所、認定こども園）の遊びを通した学びを基礎と
して、主体的に自己を発揮し、新しい小学校生活を創
り出していくための生活科を中心に1年間を見通したカ
リキュラム（各学校で作成）

幼児教育施設（幼稚園、保育所、認定こども園）及
び小学校の教職員が、相互の教育内容や教育方法の
充実を図るため、 共通の教育的視点を基に、対話を通
じ共通理解を図りながら協働して作成する架け橋期
（5歳児から小学校1年生までの2年間）のカリキュラム
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現状と成果（１）現状と成果
○ 児童の実態等を考慮し、指導の効果を高めるため、児童の発達の段階や指導内容の関連性等を踏まえつつ、合科的・関連的な指導を進めることが重要。
○ 年間指導計画において、単元配列表の作成が進んでおり、合科的・関連的な指導場面を可視化し、生活科を教科横断の結節点として位置付けている。
○ 生活科で行った体験活動の経験は、各教科の学びに生きている。各教科で学んだことが生活科の学習活動に生かされる場面もある。
○ 生活科の思いや願いを実現する過程で、学習対象への興味・関心の高まりが各教科の学習へ接続していく。

課題と改善イメージ
（２）課題
上記（１）の取組がある一方で、生活科を中心とした教科横

断的な取組を進めるに当たって以下の課題がある。

① 合科的・関連的な指導が年間を通じたものになっていない
合科的・関連的な指導がスタートカリキュラムの時期に限定

され、年間を通じた継続的な取組となっていない場合が多い。
そのため、生活科と各教科等の学びのつながりが一過性のも
のとなり、資質・能力の積み上がりとして位置付けられていない。

② 生活科での体験を教科等の学びに生かしきれていない
生活科での体験を各教科等の学びに生かせず、資質・能

力の育成につながっていない場合がある。（例えば、興味・関
心をもってじっくり見たり何度も関わったりする体験を、話したり
書いたりする際の資質・能力の育成につなげられない 等）

③ 活動と資質・能力の対応関係が整理されていない
生活科の各活動において、どの場面でどの教科等の資質・

能力が活用・発揮されているのかが体系的に整理されておら
ず、教師の経験や感覚に依存している傾向がある。その結果、
教科等との接続が偶発的なものとなり、意図的・計画的な指
導として十分に機能していない。

（３）改善方策
左記（２）に掲げる課題を改善するために、各学校において以下の取組が進
むよう解説の記載を充実するとともに実践事例等で示すことを検討してはどうか。
① 年間を通じた接続の「見える化」と位置付け
生活科を結節点として、各教科等との接続を年間指導計画の中に明確に位置付

け、スタートカリキュラム期に限定せず、年間を通じて合科的・関連的な指導の工夫
を計画的に実施するよう促す。
・単元ごとに「どの教科の資質・能力とつながるか」を明示
・年間で「どの資質・能力を積み上げるか」を明示
・生活科→国語・算数等への流れを可視化

② 各教科の資質・能力とのつながりを意識した学習過程の構想
生活科の学習活動において、単なる体験や表現にとどまらず、各教科の資質・能

力とのつながりを意識して学習過程を構想する
・見る → 何に着目するのか（比較・変化・関係）
・話す → 何をどう伝えるのか（順序・理由）
・数える → どのように工夫するか（まとまり・規則）
・作る → どのように表すのか（意図・想像）

③ 活動×資質・能力の対応表の導入
生活科の活動ごとに、活用・発揮される

各教科等の資質・能力を整理し、指導の
意図を明確にした単元設計を行う。

生活科の
活動 国語 算数 図画工作

見つける 言葉に
着目する

数・量で
捉える

形や色で
捉える

話す・聞く 伝え合う 比べて
説明する

イメージを
共有

作る 順序立て
て説明

数や形を
活用

想像しな
がら表現

２．教科横断の在り方
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※活動×資質・能力の対応表のイメージ



現状と成果
（１）現状と成果
○ 低学年においては、
 低学年の児童の未分化で一体的な学びの特性を生かし、幼児教育におい

て育まれた資質・能力を発揮すること
 体験と言葉を使って学ぶなどの特性を踏まえた生活科の学習の充実が、中

学年以降の社会科や理科などのより系統的な学習や、横断的・総合的に
学ぶ総合的な学習の時間に発展的につながっていくこと

を意識することが大切である。

課題と改善イメージ
（３）改善方策
左記（２）に掲げる課題を改善するために、各学校において以下の取
組が進むよう解説の記載を充実するとともに実践事例等で示すことを検
討してはどうか。
①身体性を伴う体験の充実

接続を意識する際にも、社会科や理科の内容の先取りとして扱うので
はなく、身近な人々や社会、自然との関わりの中で、身体性を伴う体験
を充実させるという生活科の特質を踏まえ、その学びが中学年以降の教
科等へ発展していく接続を意識した指導を充実させる。

②社会科、理科、総合的な学習の時間への接続を意識した指導の充実
生活科の学習過程の中で、社会科、理科、総合的な学習の時間へ

の接続を意識した指導により、引き続き社会認識、自然認識、自己認
識の形成につながるようにするとともに、横断的・総合的に学ぶことを生
活科の学びを通して体験し、対象と自分との関わりを深める指導を充実
させる。

③中学年への教育へ円滑につながる単元計画の作成
多様な表現によって、学習対象への気付きの質を高めるようにすること

を通して、言葉による認識を促し、中学年以降の教科等へ発展する学
びの接続を意識した指導を充実させる。教育課程全体の中で中学年の
教育へ円滑につながる単元計画（社会、理科、総合の単元計画の作
成においても意識）を作成するとともに、学習過程や教師の働きかけな
ど実施上の留意点を共有する。

○ 特に、中学年以降との接続を意識しながら生活科の単元や活動を構想し、
授業を展開することで、体験や表現が意味付けられ、気付きの質が高まる。

○ 各学校においては、このような観点の下、生活科と社会科、理科、総合的
な学習の時間との接続を意識した指導によって、社会とつながったり自然と
触れ合ったりする中で、それらを自分との関わりで捉えるようになる。

（２）課題
上記（１）の取組がある一方で、中学年以降との接続を進めるに当たって
以下の課題がある。
① 接続を強調することによる生活科の特質の弱まり
生活科と社会科や理科との接続を重視するあまり、生活科の特質が十分に

生かされない場合がある。例えば、地域探検や植物栽培などの活動が社会科
や理科の内容の先取りとして扱われると、子供一人一人の思いや願いを基に
体験と表現を往還させながら気付きを深められない可能性がある。
② 接続が活動レベルにとどまりやすい
具体的な活動や体験を通した対象への気付きが、社会認識、自然認識、

自己認識の形成につながりにくいことがある。例えば、地域探検や植物栽培と
いった活動のみを接続として捉えると、地域で働く人や生活する人の様子への
気付きが、社会認識の形成につながりにくい。

（例：パン屋さんは地域の人の生活を支えている）
③ 単元計画が十分に構想されておらず、中学年以降の教育に接続しにくい
生活科と中学年以降の社会科や理科、総合的な学習の時間との接続が、

単元計画の中で十分に位置付けられていない場合には、学びのつながりが見
通されず、結果として中学年以降のより系統的な学習へと接続しにくい。例え
ば、地域探検や植物栽培といった活動においても、そこでの気付きや学びが、
社会認識や自然認識の形成へと意図的に位置付けられていない場合には、
中学年以降の教科学習とのつながりが弱くなる。

３．中学年以降との接続

36



道
徳

図
画
工
作

音
楽

体
育

特
別
活
動

算
数

国
語 社会科

【見方・考え方（素案）】
社会的事象やその言説、地域の
空間的な広がり、時期や時間の
経過、事象や人々の相互関係
などに着目して捉え、よりよい社
会の形成に向けて課題を多角的
に考え、根拠に基づき公正に判
断すること

総合的な学習の時間
【見方・考え方（素案）】
実社会・実生活との関わりの中で
見いだす興味・関心や問題意識
に基づく課題を、横断的・総合的
な視点から捉え、新たな価値を創
造し、自分らしい生き方を問い続
けること

理科
【見方・考え方（素案）】
自然や社会の事象・言説を、自
然科学的な視点から捉え、観察・
実験の結果や科学的な知見など
に基づいて、客観的、論理的、批
判的に考察すること

生活科
【見方・考え方（素案）】身近な人々、社会及び自然と自分との関わりや他者との関係の中で捉え、

よりよい生活に向けて思いや願いを実現しようとすること

外
国
語
活
動

小
学
校
中
学
年

小
学
校
低
学
年

幼
児
教
育

スタートカリキュラムを通じて、各教科等の特質に応じた学びにつなぐ

柱書（素案）

自立し生活を豊かにしていくための資質・能力について、身体性を伴う体験や多様な表現活動を通して、次
のとおり育成することを目指す。

知識及び技能の基礎 思考力、判断力、表現力等の基礎 学びに向かう力、人間性等

活動や体験の過程において、
自分自身や身近な人々、社会
及び自然の特徴やよさに気付くと
ともに、他者との関わりを通してそ
れらの気付きを深め、生活上必
要な習慣や技能を身に付けるよ
うにする。

身近な人々、社会及び自然を
自分との関わりで捉え、気付きや
実感を基に自分自身や自分の
生活について考えを巡らせ、多様
に表現することができるようにする。

身近な人々、社会及び自然に
自ら働きかけ、他者と協働し、
状況に応じて関わり方を調整する
とともに、意欲や自信をもって、学
びや生活を豊かにしようとする態
度を養う。
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領域「健康」

領域「人間関係」

領域「言葉」

領域「環境」

領域「表現」

中学年以降の教
育への接続

社会科や理科な
どの系統的な学
習や、横断的・総
合的に学ぶ総合
的な学習の時間
に発展的につな
がっていくことを意
識

架け橋期の接続

小学校１年生は、
自分の好きなこと
や得意なことが分
かってくる時期であ
り、小学校６年
間の学びや生活
の基盤をつくる重
要な時期。幼児
教育との円滑な
接続により、小学
校での学びや生
活を充実

知識及び技能の基礎
（遊びや生活の中で、豊かな体験を通じて、何を感
じたり、何に気付いたり、何が分かったり、何ができる
ようになったりするのか）

思考力、判断力、表現力等の基礎
（遊びや生活の中で、気付いたことやできるように
なったことなどを使い、どう考えたり試したり、工夫した
り表現したりするか）

学びに向かう力、人間性等
（心情、意欲、態度が育つ中で、いかによりよい生
活を営むか）

参考資料幼児教育及び小学校中学年以降との接続のイメージ



(1) 健康な心と体
幼稚園生活の中で、充実感をもって自分のやりたいことに向かって心と体を

十分に働かせ、見通しをもって行動し、自ら健康で安全な生活をつくり出す
ようになる。

(2) 自立心
身近な環境に主体的に関わり様々な活動を楽しむ中で、しなければなら

ないことを自覚し、自分の力で行うために考えたり、工夫したりしながら、諦め
ずにやり遂げることで達成感を味わい、自信をもって行動するようになる。

(3) 協同性
友達と関わる中で、互いの思いや考えなどを共有し、共通の目的の実現に

向けて、考えたり、工夫したり、協力したりし、充実感をもってやり遂げるように
なる。

(4) 道徳性・規範意識の芽生え
友達と様々な体験を重ねる中で、してよいことや悪いことが分かり、自分の

行動を振り返ったり、友達の気持ちに共感したりし、相手の立場に立って行
動するようになる。また、きまりを守る必要性が分かり、自分の気持ちを調整
し、友達と折り合いを付けながら、きまりをつくったり、守ったりするようになる。

(5) 社会生活との関わり
家族を大切にしようとする気持ちをもつとともに、地域の身近な人と触れ合

う中で、人との様々な関わり方に気付き、相手の気持ちを考えて関わり、自
分が役に立つ喜びを感じ、地域に親しみをもつようになる。また、幼稚園内
外の様々な環境に関わる中で、遊びや生活に必要な情報を取り入れ、情
報に基づき判断したり、情報を伝え合ったり活用したりするなど、情報を役立
てながら活動するようになるとともに、公共の施設を大切に利用するなどして、
社会とのつながりなどを意識するようになる。

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
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(6) 思考力の芽生え
身近な事象に積極的に関わる中で、物の性質や仕組みなどを感じ取った

り、気付いたりし、考えたり、予想したり、工夫したりするなど、多様な関わり
を楽しむようになる。また、友達の様々な考えに触れる中で、自分と異なる
考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするなど、新しい考え
を生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにするようになる。

(7) 自然との関わり・生命尊重
自然に触れて感動する体験を通して、自然の変化などを感じ取り、好奇

心や探究心をもって考え言葉などで表現しながら、身近な事象への関心が
高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。また、身近な動
植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、身近な動植
物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって
関わるようになる。

(8) 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねた

り、標識や文字の役割に気付いたりし、自らの必要感に基づきこれらを活用
し、興味や関心、感覚をもつようになる。

(9) 言葉による伝え合い
先生や友達と心を通わせる中で、絵本や物語などに親しみながら、豊かな

言葉や表現を身に付け、経験したことや考えたことなどを言葉で伝えたり、相
手の話を注意して聞いたりし、言葉による伝え合いを楽しむようになる。

(10) 豊かな感性と表現
心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で、様々な素材の特徴

や表現の仕方などに気付き、感じたことや考えたことを自分で表現したり、友
達同士で表現する過程を楽しんだりし、表現する喜びを味わい、意欲をもつ
ようになる。
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論点３：生活科固有の課題への対応
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現状と課題
・ 地域の人々や施設などの教育資源を活用した学習活動が
多く展開されており、学校外の人や場と関わる体験が充実し
ている。

・ 地域の方へのインタビューや交流、施設見学、飼育・栽培
活動などを通して、対象に直接関わる体験が実現されている。

・ こうした関わりの中で、地域の人々への親しみや愛着をもち、
社会の一員としての自覚が芽生えたり、学習対象への興味・
関心が高まったりする。

一方、以下の課題もある。
① 継続的な関係としての連携が構築されていない

外部人材や地域との連携が単発的な取組となりやすく、繰
り返し関わることを通して親しみや愛着を深めたり、思いや願
いの実現につなげたりする学習として十分に位置付けられて
いないことがある。

② 連携に向けた準備の時間の確保・調整の仕組みが不足
している
外部人材や地域との連携に当たり、事前の打合せや意図

の共有に必要な時間の確保が難しく、学習のねらいや活動
の位置付けについて十分な共通理解が図られにくい。

③ 学校としての連携体制が弱く、教師個人に依存している
外部人材や地域との連携が、低学年の担任など個々の教

師に委ねられることが多く、学校全体としての対応や、成果
や課題の共有が図られにくい。

改善イメージ
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① 継続的な関係としての連携の構築
外部人材や地域との連携を、単発の体験としてではなく、年

間を通じた学習の中に位置付け、繰り返し関わる関係として構
築する。例えば、年間指導計画において、同一の人材・施設と
の複数回の関わりを位置付け、子供の思いや願いの実現に向
けて、再訪・再交流の機会を設定する。
② 準備の時間の確保・調整の仕組みの構築
外部人材や地域との連携に必要な事前の打合せや意図の

共有が円滑に行われるよう、時間の確保と調整の仕組みを整
える。例えば、事前打合せを標準化する（簡易な共有シートの
活用等）。

【例】：ねらい／活動内容／子供の実態／留意点
短時間でも共有できるミニ打合せ（オンライン・電話等）の活用
校内での役割分担（連携担当の明確化）

③ 学校としての連携体制の構築
外部人材や地域との連携について、学校の全教職員で共通

理解が進むように、連携するよさや次年度への引き継ぎを、組
織的に推進する。

【例】：地域人材・施設のリスト化・データベース化
実践事例（単元・連携方法）の校内共有・蓄積
生活科に限らず、他学年・他教科等との接続も視野に入れた活用
校内研究やカリキュラム・マネジメントの中での位置付け

生活科固有の課題として、地域の教育資源を活用した学習活動が多く展開される中で、外部人材や地域との連携強化をより一層
図る必要があるとともに、動物飼育の在り方について検討を図ることが必要。

１．外部人材・地域との連携



現状と課題
・ 学校で動物を飼育することは、児童が生命あるものに
継続的に関わり、その変化や成長を自らの感覚で捉える
ことを通して、生き物への親しみと生命の尊さを実感的に
理解するための重要な学習活動であることを踏まえ、動
物飼育を行うことを学習指導要領及び解説に明記して
いる。

（学校飼育動物には、動物愛護管理法が対象とする哺乳類、鳥
類、爬虫類の他に、両生類や魚類、昆虫なども含まれている。）

・ 令和６年６月に行った調査では、1,224校のうち、学
校所有は57.4％（703校）、児童個人の所有・占有
42.6％（521校）。学校所有で飼育されている動物
は以下の通り。
①哺乳類：16％（196校）②鳥類：1.6％(20校）
③爬虫類：15.6％（110校）④その他：38.6％（473校）

・ 同調査では、不適切な状態を招く可能性が示唆され
た学校もあった（※）ことから、令和６年8月に学校におい
て動物を飼育する場合の留意点をまとめ、環境及び体
制を整えることを通知。
※休日等の管理体制2.8%（34校）、飼育環境の確保

1.4％（17校）、繁殖制限等の対策0.2％（3校）、日頃
からの獣医師等への相談体制6%（74校）

・ 一方、「学校における望ましい動物飼育の在り方」
（教師用手引き）が平成12年に策定されているが、そ
れ以降の最新の知見を踏まえた内容になっていない。

改善イメージ
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・ 学校で動物を飼育することは、児童が生命あるものに継続的に
関わり、その変化や成長を自らの感覚で捉えることを通して、生き
物への親しみと生命の尊さを実感的に理解するための重要な学
習活動。特に、AI時代においては、児童が動物との直接的な関
わりを通して実感を伴って理解する身体性を伴う活動として、動
物飼育は引き続き重要。

・ 一方、
 休日等を含む管理体制の確保
 獣医師等の専門家との連携
 疾病・負傷時の対応体制や必要な予算の確保
 繁殖制限や災害時対応を含む適切な飼育環境の整備
 働き方改革の観点からの教職員に過度な負担が生じない配慮
など、様々な観点から配慮をすることが求められている。

・ 上記の意義は重視しつつ、地域や学校の実態に応じた柔軟な
   運用を行えるようにしていくことも重要であることを踏まえた動物飼
   育の在り方を検討することが必要。

※学校における動物飼育は、生活科の学習活動にとどまらず、多様な観点から行わ
れていることに留意することが必要。

２．動物飼育
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小学校学習指導要領〔生活科〕（抜粋）
〔学校，家庭及び地域の生活に関する内容〕
⑺ 動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して，それらの育つ場所，変化や成長の様子に関心をもって
  働きかけることができ，それらは生命をもっていることや成長していることに気付くとともに，生き物への親しみを
  もち，大切にしようとする。

小学校学習指導要領 解説〔生活編〕（抜粋）
第２節 生活科の内容
ここでは，動物を飼ったり植物を育てたりする活動を通して，それらの育つ場所，変化や成長の様子に関心をもって働きかけることが

でき，それらは生命をもっていることや成長していることに気付くとともに，生き物への親しみをもち，大切にできるようにすることを目指し
ている。 動物を飼ったり植物を育てたりする活動とは，動物を飼育したり，植物を栽培したりする中で，動植物の成長の様子を見守っ
たり，動植物と触れ合い，関わり合ったりすることである。長期にわたる飼育・栽培の過程では，自ら関わっていくことで，児童の感性
が揺さぶられるような場面が数多く生まれてくる。しかし，児童を取り巻く自然環境や社会環境の変化によって，日常生活の中で自然
や生命と触れ合い，関わり合う機会は乏しくなってきている。このような現状を踏まえ，生き物への親しみをもち，生命の尊さを実感す
るために，継続的な飼育・ 栽培を行うことには大きな意義がある。
動物を飼ったり植物を育てたりとは，飼育と栽培のどちらか一方のみを行うのではなく，２学年間の見通しをもちながら両方を確実に

行っていくことを意味している。動物を飼うことは，その動物のもつ特徴的な動きや動物の生命に直接触れる体験となる。また，植物を
育てることは，植物の日々の成長や変化，実りが児童に生命の営みを実感させる。動物を飼うことも植物を育てることも，継続的に
世話をし，繰り返し関わる過程で，生命あるものを大切にする心を育む価値ある体験となり，そのことが生命の尊さを実感することにつ
ながる。それらの育つ場所，変化や成長の様子に関心をもって働きかけるとは，動植物が育つ中でどのように変化し成長していくのか，
どのような環境で育っていくのかについて興味や関心をもって，動植物に心を寄せ，よりよい成長を願って行為することである。
なお，どのような動物を飼育し，植物を栽培するかについては，各学校が地域や児童の実態に応じて適切なものを取り上げることが大
切である。飼育する動物としては，身近な環境に生息しているもの，児童が安心して関わることができるもの，えさやりや清掃など児童
の手で管理ができるもの，動物の成長の様子や特徴が捉えやすいもの，児童の夢が広がり多様な活動が生まれるものなどが考えられ
る。

動物飼育に関する学習指導要領、解説の記載 参考資料
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小学校における動物の飼育状況についての実態調査及び対応について

 令和６年６月～７月に小学校における動物の飼育状況についての調査（※１）を実施した結果、一部の小学校において、
不適切な状態を招く可能性が示唆された（※２）ところ。

 上記の結果を踏まえ、学校において動物を飼育する場合の留意点をまとめ、環境及び体制等を整えていただくよう、各都道
府県教育委員会等に対し、同年８月に通知を発出するとともに、各都道府県等教育委員会等の担当者向けの会議にお
いても周知をおこなっている。

（※１）調査対象：全国の公立小学校のうち無作為抽出による1,235校 有効回答数：1,224校（調査対象のうち11校が休校中のため未回答）
（※２）本調査において、不適切な状態を招く可能性が示唆された学校の割合は次のとおり。

・飼育環境の確保：約1.4％ ・休日等の管理体制：約2.8％ ・日頃からの獣医師等への相談体制（疾病対応）：約6.0％
・不適切な飼育環境に陥らないための繁殖制限等の対策：約0.2％

【通知の主な概要】
 学校で動物を飼育する場合には、小学校学習指導要領に基づく教育活動としての意義を踏まえつつ、各種法令等に基づき、

適切に飼育可能な動物の種類及び頭数を選択すること。
 動物の所有・占有の形態（学校又は児童個人）にかかわらず、児童が生き物への親しみをもち、大切にしようとする態度を育

てるよう適切に指導すること。その際、保護者の経済的負担が過重とならないよう留意すること。
 哺乳類、鳥類、爬虫類を飼育する場合には、動物の愛護及び管理に関する法律及び関係基準を踏まえ、
 休日等を含む管理体制の確保
 獣医師等の専門家との連携
 疾病・負傷時の対応体制や必要な予算の確保
 繁殖制限や災害時対応を含む適切な飼育環境の整備
を行うこと。
 飼育管理については、特定の教職員に任せきりとすることなく、学校設置者である教育委員会等が学校と連携し、組織的な管

理体制を構築すること。あわせて、働き方改革の観点から、教職員に過度な負担が生じないよう配慮すること。
 哺乳類・鳥類・爬虫類以外の動物についても、動物愛護管理法の基本原則等を踏まえ、適切な飼育を行うこと。
 家畜に該当する動物を飼育する場合には、家畜伝染病予防法等を遵守し、関係機関と連携すること。
 外来生物への対応、アレルギーや感染症への配慮など、安全・衛生面に十分留意すること。
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